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【
公
布
さ
れ
た
条
例
等
の
あ
ら
ま
し
】

●

徳
島
県
危
機
管
理
環
境
関
係
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
三
十
二
号
）

一

事
業
譲
渡
に
よ
る
旅
館
業
の
許
可
を
受
け
た
地
位
の
承
継
の
承
認
の
申
請
に
対
す
る
審
査
に
係
る

手
数
料
を
定
め
る
こ
と
と
し
た
。

二

こ
の
条
例
は
、
生
活
衛
生
関
係
営
業
等
の
事
業
活
動
の
継
続
に
資
す
る
環
境
の
整
備
を
図
る
た
め

の
旅
館
業
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

●

旅
館
業
法
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
三
十
三
号
）

一

事
業
を
譲
渡
す
る
場
合
に
、
近
隣
に
あ
る
と
き
に
旅
館
業
の
営
業
者
の
地
位
の
承
継
を
承
認
し
な

い
こ
と
が
で
き
る
施
設
を
定
め
る
こ
と
と
し
た
。

二

一
の
施
設
の
近
隣
に
お
い
て
旅
館
業
の
営
業
者
の
地
位
の
承
継
を
承
認
す
る
場
合
に
、
意
見
を
求

め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
者
を
定
め
る
こ
と
と
し
た
。

三

そ
の
他
所
要
の
整
理
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

四

こ
の
条
例
は
、
生
活
衛
生
関
係
営
業
等
の
事
業
活
動
の
継
続
に
資
す
る
環
境
の
整
備
を
図
る
た
め

の
旅
館
業
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

●

新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
特
別
措
置
法
及
び
内
閣
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う

関
係
条
例
の
整
理
に
関
す
る
条
例
（
条
例
第
三
十
四
号
）

一

新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
特
別
措
置
法
等
の
一
部
改
正
に
伴
い
、
次
に
掲
げ
る
条
例
に
つ
い

て
所
要
の
整
理
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

１

職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例

２

技
能
労
務
職
員
の
給
与
の
種
類
及
び
基
準
を
定
め
る
条
例

３

企
業
職
員
の
給
与
の
種
類
及
び
基
準
に
関
す
る
条
例

４

病
院
事
業
職
員
の
給
与
の
種
類
及
び
基
準
に
関
す
る
条
例

５

徳
島
県
学
校
職
員
給
与
条
例

６

徳
島
県
地
方
警
察
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例

二

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
改
正
後
の
一
の
１
か
ら
６
ま
で
に
掲
げ
る
条
例
の
規
定

は
、
令
和
五
年
九
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
こ
と
と
し
た
。

●

徳
島
県
知
事
の
在
任
期
間
に
関
す
る
条
例
（
条
例
第
三
十
五
号
）

一

こ
の
条
例
は
、
幅
広
い
権
限
を
有
す
る
知
事
の
在
任
期
間
の
上
限
を
定
め
、
も
っ
て
県
政
を
刷
新

し
活
力
あ
る
県
政
の
運
営
を
目
指
す
こ
と
を
目
的
と
す
る
こ
と
と
し
た
。

二

知
事
の
職
に
あ
る
者
は
、
そ
の
職
に
連
続
し
て
三
期
を
超
え
て
在
任
し
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
と

し
た
。

三

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
同
日
に
知
事
の
職
に
あ
る
者
に
つ
い
て
適
用
す
る
こ
と

と
し
た
。

●

徳
島
県
未
来
創
生
文
化
関
係
手
数
料
条
例
及
び
徳
島
県
保
健
福
祉
関
係
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正

す
る
条
例
（
条
例
第
三
十
六
号
）

一

組
織
の
再
編
に
伴
い
、
次
の
条
例
に
つ
い
て
所
要
の
整
理
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

１

徳
島
県
未
来
創
生
文
化
関
係
手
数
料
条
例

２

徳
島
県
保
健
福
祉
関
係
手
数
料
条
例

二

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

●

徳
島
県
立
総
合
福
祉
セ
ン
タ
ー
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例



第
三
十
七
号
）

一

五
〇
一
会
議
室
（
和
室
）
を
廃
止
す
る
こ
と
と
し
た
。

二

五
〇
一
会
議
室
及
び
五
〇
二
会
議
室
の
利
用
料
金
の
基
準
額
を
定
め
る
こ
と
と
し
た
。

三

そ
の
他
所
要
の
整
備
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

四

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

●

所
得
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
の
施
行
に
伴
う
関
係
条
例
の
整
理
に
関
す
る
条
例
（

条
例
第
三
十
八
号
）

一

所
得
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
に
よ
る
消
費
税
法
の
一
部
改
正
に
伴
い
、
次
に
掲
げ
る
条

例
に
つ
い
て
所
要
の
整
理
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

１

徳
島
県
土
地
改
良
財
産
の
管
理
及
び
処
分
に
関
す
る
条
例

２

徳
島
県
漁
港
管
理
条
例

３

徳
島
県
都
市
公
園
条
例

二

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

●

道
路
法
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
条
例
第
三
十
九
号
）

一

高
架
の
道
路
の
路
面
下
に
設
け
る
特
定
の
施
設
に
つ
い
て
、
新
た
な
占
用
料
の
区
分
を
定
め
る
こ

と
と
し
た
。

二

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

●

徳
島
県
立
高
等
学
校
総
合
寄
宿
舎
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（

条
例
第
四
十
号
）

一

徳
島
県
立
高
等
学
校
総
合
寄
宿
舎
の
個
室
の
使
用
料
の
額
を
定
め
る
こ
と
と
し
た
。

二

当
分
の
間
、
一
の
使
用
料
の
額
を
減
額
す
る
こ
と
と
し
た
。

三

そ
の
他
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

四

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
規
則
で
定
め
る
日

か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。
た
だ
し
、
三
に
つ
い
て
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た

。

●

災
害
救
助
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
規
則
第
三
十
九
号
）

一

被
災
し
た
住
宅
の
応
急
修
理
に
、
住
家
の
被
害
の
拡
大
を
防
止
す
る
た
め
の
緊
急
の
修
理
を
加
え

、
当
該
修
理
の
た
め
に
支
出
す
る
費
用
の
限
度
額
等
を
定
め
る
こ
と
と
し
た
。

二

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
こ
と
と
し
た
。

●

徳
島
県
特
定
歴
史
公
文
書
等
の
利
用
等
に
関
す
る
規
則
（
規
則
第
四
十
号
）

一

文
書
の
受
入
れ
及
び
受
け
入
れ
た
特
定
歴
史
公
文
書
等
に
つ
い
て
講
ず
る
措
置
、
保
存
の
方
法
、

目
録
の
記
載
事
項
等
に
つ
い
て
定
め
る
こ
と
と
し
た
。

二

特
定
歴
史
公
文
書
等
の
利
用
請
求
及
び
こ
れ
に
対
す
る
決
定
に
係
る
手
続
、
利
用
の
方
法
、
簡
便

な
方
法
に
よ
る
利
用
等
に
つ
い
て
定
め
る
こ
と
と
し
た
。

三

特
定
歴
史
公
文
書
等
利
用
請
求
書
等
の
様
式
を
定
め
る
こ
と
と
し
た
。

四

そ
の
他
所
要
の
規
定
を
設
け
る
こ
と
と
し
た
。

五

こ
の
規
則
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

六

徳
島
県
立
文
書
館
管
理
規
則
に
つ
い
て
、
所
要
の
整
備
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

●

道
路
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
規
則
第
四
十
一
号
）

一

道
路
法
施
行
条
例
別
表
令
第
七
条
第
九
号
に
掲
げ
る
施
設
の
項
の
規
則
で
定
め
る
も
の
を
、
県
道



徳
島
環
状
線
の
高
架
下
活
用
計
画
に
よ
り
広
場
の
用
途
に
供
さ
れ
る
施
設
と
す
る
こ
と
と
し
た
。

二

そ
の
他
所
要
の
整
理
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

三

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

●

徳
島
県
公
文
書
等
の
管
理
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
規
則
第
四
十
二
号
）

一

公
文
書
の
例
外
と
な
る
文
書
を
管
理
す
る
施
設
を
定
め
る
こ
と
と
し
た
。

二

公
文
書
フ
ァ
イ
ル
等
の
廃
棄
に
係
る
協
議
の
手
続
を
定
め
る
こ
と
と
し
た
。

三

文
書
の
適
正
な
管
理
に
関
し
努
力
義
務
を
負
う
出
資
法
人
を
定
め
る
こ
と
と
し
た
。

四

そ
の
他
所
要
の
規
定
を
設
け
る
こ
と
と
し
た
。

五

こ
の
規
則
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

六

徳
島
県
公
文
書
管
理
規
則
は
、
廃
止
す
る
こ
と
と
し
た
。

●

徳
島
県
収
入
証
紙
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
規
則
第
四
十
三
号
）

一

徳
島
県
未
来
創
生
文
化
関
係
手
数
料
条
例
及
び
徳
島
県
保
健
福
祉
関
係
手
数
料
条
例
の
一
部
改
正

に
伴
う
所
要
の
整
理
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

二

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。



徳
島
県
危
機
管
理
環
境
関
係
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

徳
島
県
危
機
管
理
環
境
関
係
手
数
料
条
例
（
平
成
十
六
年
徳
島
県
条
例
第
三
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
の
百
二
十
三
の
項
中
「
又
は
」
を
「
、」
に
、「
の
規
定
」
を
「
又
は
第
三
条
の
四
第
一
項
の
規
定
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
生
活
衛
生
関
係
営
業
等
の
事
業
活
動
の
継
続
に
資
す
る
環
境
の
整
備
を
図
る
た
め
の
旅
館
業
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
五
年
法
律
第
五
十
二
号
）
の
施
行
の

日
か
ら
施
行
す
る
。

初
校

　

徳
島
県
危
機
管
理
環
境
関
係
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
五
年
十
月
十
七
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

徳　

島　

県　

知　

事　
　
　
　
　

後　
　

藤　
　

田　
　
　
　
　

正　
　
　
　
　

純

徳
島
県
条
例
第
三
十
二
号



旅
館
業
法
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

旅
館
業
法
施
行
条
例
（
昭
和
五
十
七
年
徳
島
県
条
例
第
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
項
及
び
第
三
条
中
「
及
び
第
三
条
の
三
第
三
項
」
を
「
、
第
三
条
の
三
第
二
項
及
び
第
三
条
の
四
第
三
項
」
に
改
め
る
。

第
十
二
条
中
「
第
五
条
第
三
号
」
を
「
第
五
条
第
一
項
第
四
号
」
に
改
め
る
。

第
十
四
条
中
「
第
三
条
の
二
第
一
項
」
を
「
第
三
条
の
三
第
一
項
」
に
、「
第
三
条
の
三
第
一
項
」
を
「
第
三
条
の
四
第
一
項
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
生
活
衛
生
関
係
営
業
等
の
事
業
活
動
の
継
続
に
資
す
る
環
境
の
整
備
を
図
る
た
め
の
旅
館
業
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
五
年
法
律
第
五
十
二
号
）
の
施
行
の

日
か
ら
施
行
す
る
。

初
校

　

旅
館
業
法
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
五
年
十
月
十
七
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

徳　

島　

県　

知　

事　
　
　
　
　

後　
　

藤　
　

田　
　
　
　
　

正　
　
　
　
　

純

徳
島
県
条
例
第
三
十
三
号



新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
特
別
措
置
法
及
び
内
閣
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
条
例
の
整
理
に
関
す
る
条
例

（
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）

第
一
条

職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
七
年
徳
島
県
条
例
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
一
項
中
「
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
緊
急
事
態
派
遣
手
当
」
を
「
特
定
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
派
遣
手
当
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
且
つ
」
を
「
か
つ
、」
に

改
め
る
。

第
十
一
条
の
五
第
五
項
中
「
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
緊
急
事
態
派
遣
手
当
」
を
「
特
定
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
派
遣
手
当
」
に
、「
第
四
十
四
条
」
を
「
第
二
十
六
条
の
八
」

に
改
め
、
同
条
第
六
項
中
「
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
緊
急
事
態
派
遣
手
当
」
を
「
特
定
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
派
遣
手
当
」
に
改
め
る
。

（
技
能
労
務
職
員
の
給
与
の
種
類
及
び
基
準
を
定
め
る
条
例
の
一
部
改
正
）

第
二
条

技
能
労
務
職
員
の
給
与
の
種
類
及
び
基
準
を
定
め
る
条
例
（
昭
和
三
十
一
年
徳
島
県
条
例
第
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
二
項
中
「
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
緊
急
事
態
派
遣
手
当
」
を
「
特
定
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
派
遣
手
当
」
に
改
め
る
。

第
九
条
の
三
第
三
項
中
「
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
緊
急
事
態
派
遣
手
当
」
を
「
特
定
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
派
遣
手
当
」
に
、「
第
四
十
四
条
」
を
「
第
二
十
六
条
の
八
」

に
改
め
る
。

（
企
業
職
員
の
給
与
の
種
類
及
び
基
準
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）

再
校

　

新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
特
別
措
置
法
及
び
内
閣
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
条
例
の
整
理
に
関
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
五
年
十
月
十
七
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

徳　

島　

県　

知　

事　
　
　
　
　

後　
　

藤　
　

田　
　
　
　
　

正　
　
　
　
　

純

徳
島
県
条
例
第
三
十
四
号



第
三
条

企
業
職
員
の
給
与
の
種
類
及
び
基
準
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
四
十
一
年
徳
島
県
条
例
第
六
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
三
項
中
「
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
緊
急
事
態
派
遣
手
当
」
を
「
特
定
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
派
遣
手
当
」
に
改
め
る
。

第
十
五
条
の
二
第
三
項
中
「
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
緊
急
事
態
派
遣
手
当
」
を
「
特
定
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
派
遣
手
当
」
に
、「
第
四
十
四
条
」
を
「
第
二
十
六
条
の
八
」

に
改
め
る
。

（
病
院
事
業
職
員
の
給
与
の
種
類
及
び
基
準
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）

第
四
条

病
院
事
業
職
員
の
給
与
の
種
類
及
び
基
準
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
六
年
徳
島
県
条
例
第
六
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
三
項
中
「
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
緊
急
事
態
派
遣
手
当
」
を
「
特
定
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
派
遣
手
当
」
に
改
め
る
。

第
二
十
条
第
三
項
中
「
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
緊
急
事
態
派
遣
手
当
」
を
「
特
定
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
派
遣
手
当
」
に
、「
第
四
十
四
条
」
を
「
第
二
十
六
条
の
八
」
に

改
め
る
。

（
徳
島
県
学
校
職
員
給
与
条
例
の
一
部
改
正
）

第
五
条

徳
島
県
学
校
職
員
給
与
条
例
（
昭
和
二
十
七
年
徳
島
県
条
例
第
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
一
項
中
「
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
緊
急
事
態
派
遣
手
当
」
を
「
特
定
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
派
遣
手
当
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
且
つ
」
を
「
、
か
つ
、」

に
改
め
る
。

第
十
五
条
の
五
第
五
項
中
「
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
緊
急
事
態
派
遣
手
当
」
を
「
特
定
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
派
遣
手
当
」
に
、「
第
四
十
四
条
」
を
「
第
二
十
六
条
の
八
」

に
改
め
、
同
条
第
六
項
中
「
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
緊
急
事
態
派
遣
手
当
」
を
「
特
定
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
派
遣
手
当
」
に
改
め
る
。

（
徳
島
県
地
方
警
察
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）

第
六
条

徳
島
県
地
方
警
察
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
九
年
徳
島
県
条
例
第
二
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
八
条
の
五
第
五
項
中
「
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
緊
急
事
態
派
遣
手
当
」
を
「
特
定
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
派
遣
手
当
」
に
、「
第
四
十
四
条
」
を
「
第
二
十
六
条
の
八
」

に
改
め
、
同
条
第
六
項
中
「
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
緊
急
事
態
派
遣
手
当
」
を
「
特
定
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
派
遣
手
当
」
に
改
め
る
。

附

則

1

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

2

第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
第
三
条
第
一
項
並
び
に
第
十
一
条
の
五
第
五
項
及
び
第
六
項
、
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
技
能
労
務
職
員
の
給

与
の
種
類
及
び
基
準
を
定
め
る
条
例
第
二
条
第
二
項
及
び
第
九
条
の
三
第
三
項
、
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
企
業
職
員
の
給
与
の
種
類
及
び
基
準
に
関
す
る
条
例
第
二
条
第
三
項

及
び
第
十
五
条
の
二
第
三
項
、
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
病
院
事
業
職
員
の
給
与
の
種
類
及
び
基
準
に
関
す
る
条
例
第
二
条
第
三
項
及
び
第
二
十
条
第
三
項
、
第
五
条
の
規
定
に

よ
る
改
正
後
の
徳
島
県
学
校
職
員
給
与
条
例
第
三
条
第
一
項
並
び
に
第
十
五
条
の
五
第
五
項
及
び
第
六
項
並
び
に
第
六
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
徳
島
県
地
方
警
察
職
員
の
給
与
に
関

初
校



す
る
条
例
第
十
八
条
の
五
第
五
項
及
び
第
六
項
の
規
定
は
、
令
和
五
年
九
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

初
校



徳
島
県
知
事
の
在
任
期
間
に
関
す
る
条
例

（
目
的
）

第
一
条

こ
の
条
例
は
、
幅
広
い
権
限
を
有
す
る
知
事
の
在
任
期
間
の
上
限
を
定
め
、
も
っ
て
県
政
を
刷
新
し
活
力
あ
る
県
政
の
運
営
を
目
指
す
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（
在
任
期
間
）

第
二
条

知
事
の
職
に
あ
る
者
は
、
そ
の
職
に
連
続
し
て
三
期
（
一
の
任
期
に
お
け
る
在
任
期
間
が
四
年
に
満
た
な
い
場
合
に
つ
い
て
も
、
こ
れ
を
一
期
と
す
る
。）
を
超
え
て
在
任
し
な

い
も
の
と
す
る
。

2

知
事
の
職
の
退
職
を
申
し
出
た
者
が
当
該
退
職
の
申
立
て
が
あ
っ
た
こ
と
に
よ
り
告
示
さ
れ
た
知
事
の
選
挙
に
お
い
て
当
選
人
と
な
り
引
き
続
き
在
任
す
る
こ
と
と
な
る
場
合
に
お
い

て
は
、
当
該
選
挙
の
直
前
及
び
直
後
の
任
期
を
併
せ
て
一
期
と
み
な
し
て
、
前
項
の
規
定
を
適
用
す
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
同
日
に
知
事
の
職
に
あ
る
者
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

初
校

　

徳
島
県
知
事
の
在
任
期
間
に
関
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
五
年
十
月
十
七
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

徳　

島　

県　

知　

事　
　
　
　
　

後　
　

藤　
　

田　
　
　
　
　

正　
　
　
　
　

純

徳
島
県
条
例
第
三
十
五
号



徳
島
県
未
来
創
生
文
化
関
係
手
数
料
条
例
及
び
徳
島
県
保
健
福
祉
関
係
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

（
徳
島
県
未
来
創
生
文
化
関
係
手
数
料
条
例
の
一
部
改
正
）

第
一
条

徳
島
県
未
来
創
生
文
化
関
係
手
数
料
条
例
（
平
成
十
二
年
徳
島
県
条
例
第
二
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

十
一

母
体
保
護
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
四
年
政
令
第
十
六
号
）
第
一
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
受
胎
調

節
実
地
指
導
員
の
指
定
証
の
交
付

十
二

母
体
保
護
法
施
行
令
第
一
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
受
胎
調
節
実
地
指
導
員
の
標
識
の
交
付

十
三

母
体
保
護
法
施
行
令
第
三
条
の
規
定
に
基
づ
く
受
胎
調
節
実
地
指
導
員
指
定
証
の
訂
正

十
四

母
体
保
護
法
施
行
令
第
五
条
の
規
定
に
基
づ
く
受
胎
調
節
実
地
指
導
員
指
定
証
の
再
交
付

十
五

母
体
保
護
法
施
行
令
第
五
条
の
規
定
に
基
づ
く
受
胎
調
節
実
地
指
導
員
標
識
の
再
交
付

四
千
円

三
千
百
円

二
千
四
百
円

二
千
八
百
円

二
千
五
百
円

（
徳
島
県
保
健
福
祉
関
係
手
数
料
条
例
の
一
部
改
正
）

第
二
条

徳
島
県
保
健
福
祉
関
係
手
数
料
条
例
（
平
成
十
二
年
徳
島
県
条
例
第
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
の
三
十
二
の
項
か
ら
四
十
の
項
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

再
校

　

徳
島
県
未
来
創
生
文
化
関
係
手
数
料
条
例
及
び
徳
島
県
保
健
福
祉
関
係
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
五
年
十
月
十
七
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

徳　

島　

県　

知　

事　
　
　
　
　

後　
　

藤　
　

田　
　
　
　
　

正　
　
　
　
　

純

徳
島
県
条
例
第
三
十
六
号



三
十
二
か
ら
四
十
ま
で

削
除

附

則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

再
校



徳
島
県
立
総
合
福
祉
セ
ン
タ
ー
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

徳
島
県
立
総
合
福
祉
セ
ン
タ
ー
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
五
十
八
年
徳
島
県
条
例
第
三
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
五
○
一
会
議
室
（
和
室
）
の
項
を
削
り
、
同
表
視
聴
覚
室
の
項
の
項
名
を
「
四
○
三
会
議
室
」
に
改
め
、
同
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

五
○
一
会
議
室

一
、
一
四
○
円

一
、
五
六
○
円

一
、
四
五
○
円

五
○
二
会
議
室

五
一
○
円

七
一
○
円

六
五
○
円

附

則

1

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

2

こ
の
条
例
の
施
行
の
日
前
に
改
正
前
の
徳
島
県
立
総
合
福
祉
セ
ン
タ
ー
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
の
規
定
に
よ
り
さ
れ
た
視
聴
覚
室
の
利
用
の
許
可
で
あ
っ
て
同
日
以
後
の
利

用
に
係
る
も
の
は
、
改
正
後
の
徳
島
県
立
総
合
福
祉
セ
ン
タ
ー
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
の
規
定
に
よ
り
さ
れ
た
四
○
三
会
議
室
の
利
用
の
許
可
と
み
な
す
。

初
校

　

徳
島
県
立
総
合
福
祉
セ
ン
タ
ー
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
五
年
十
月
十
七
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

徳　

島　

県　

知　

事　
　
　
　
　

後　
　

藤　
　

田　
　
　
　
　

正　
　
　
　
　

純

徳
島
県
条
例
第
三
十
七
号



所
得
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
の
施
行
に
伴
う
関
係
条
例
の
整
理
に
関
す
る
条
例

次
に
掲
げ
る
条
例
の
規
定
中
「
別
表
第
一
第
一
号
」
を
「
別
表
第
二
第
一
号
」
に
改
め
る
。

一

徳
島
県
土
地
改
良
財
産
の
管
理
及
び
処
分
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
五
十
八
年
徳
島
県
条
例
第
十
八
号
）
別
表

二

徳
島
県
漁
港
管
理
条
例
（
昭
和
四
十
三
年
徳
島
県
条
例
第
二
十
五
号
）
別
表
第
一
の
二
の
表

三

徳
島
県
都
市
公
園
条
例
（
昭
和
三
十
三
年
徳
島
県
条
例
第
二
十
号
）
別
表
第
二
の
一
の
表

附

則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

初
校

　

所
得
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
の
施
行
に
伴
う
関
係
条
例
の
整
理
に
関
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
五
年
十
月
十
七
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

徳　

島　

県　

知　

事　
　
　
　
　

後　
　

藤　
　

田　
　
　
　
　

正　
　
　
　
　

純

徳
島
県
条
例
第
三
十
八
号



道
路
法
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

道
路
法
施
行
条
例
（
平
成
十
二
年
徳
島
県
条
例
第
五
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
令
第
七
条
第
九
号
に
掲
げ
る
施
設
の
項
及
び
令
第
七
条
第
十
二
号
に
掲
げ
る
器
具
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

令
第
七
条
第
九
号
に
掲
げ
る
施
設

建
築
物

階
数
が
一
の
も
の

占
用
面
積
一
平
方
メ
ー
ト
ル
に
つ
き

一
年

時
価
に
○
・
○
○
六
を

乗
じ
て
得
た
額

時
価
に
○
・
○
○
八
を

乗
じ
て
得
た
額

階
数
が
二
の
も
の

時
価
に
○
・
○
○
九
を

乗
じ
て
得
た
額

時
価
に
○
・
○
一
一
を

乗
じ
て
得
た
額

階
数
が
三
の
も
の

時
価
に
○
・
○
一
一
を

乗
じ
て
得
た
額

時
価
に
○
・
○
一
五
を

乗
じ
て
得
た
額

階
数
が
四
以
上
の
も
の

時
価
に
○
・
○
一
三
を

乗
じ
て
得
た
額

時
価
に
○
・
○
一
六
を

乗
じ
て
得
た
額

高
架
の
道
路
の
路
面
下
に
設
け
る
施
設
で
あ
っ

て
規
則
で
定
め
る
も
の

占
用
面
積
一
平
方
メ
ー
ト
ル
に
つ
き

一
日

時
価
に
○
・
○
○
○
○

五
を
乗
じ
て
得
た
額

時
価
に
○
・
○
○
○
○

六
を
乗
じ
て
得
た
額

そ
の
他
の
も
の

占
用
面
積
一
平
方
メ
ー
ト
ル
に
つ
き

一
年

時
価
に
○
・
○
○
六
を

乗
じ
て
得
た
額

時
価
に
○
・
○
○
八
を

乗
じ
て
得
た
額

令
第
七
条
第
十
二
号
に
掲
げ
る
器
具

時
価
に
○
・
○
二
八
を
乗
じ
て
得
た
額

再
校

　

道
路
法
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
五
年
十
月
十
七
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

徳　

島　

県　

知　

事　
　
　
　
　

後　
　

藤　
　

田　
　
　
　
　

正　
　
　
　
　

純

徳
島
県
条
例
第
三
十
九
号



附

則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

初
校



徳
島
県
立
高
等
学
校
総
合
寄
宿
舎
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

（
徳
島
県
立
高
等
学
校
総
合
寄
宿
舎
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）

第
一
条

徳
島
県
立
高
等
学
校
総
合
寄
宿
舎
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
四
十
一
年
徳
島
県
条
例
第
二
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中
「
又
は
へ
き
地
の
公
立
学
校
に
勤
務
す
る
教
育
職
員
の
子
弟
で
あ
つ
て
」
を
「
で
あ
っ
て
」
に
改
め
る
。

第
三
条
第
二
号
中
「
又
は
へ
き
地
の
公
立
学
校
に
勤
務
す
る
教
育
職
員
の
子
弟
」
を
削
り
、
同
条
第
三
号
を
削
り
、
同
条
第
四
号
中
「
で
あ
つ
て
」
を
「
で
あ
っ
て
」
に
改
め
、
同
号

を
同
条
第
三
号
と
す
る
。

第
五
条
第
二
項
中
「
き
損
し
」
を
「
毀
損
し
」
に
、「
よ
つ
て
」
を
「
よ
っ
て
」
に
改
め
、
同
項
た
だ
し
書
中
「
き
損
」
を
「
毀
損
」
に
改
め
る
。

第
八
条
中
「
五
千
六
百
円
」
の
下
に
「（
個
室
を
使
用
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
七
千
円
）」
を
加
え
る
。

附
則
を
附
則
第
一
項
と
し
、
附
則
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

2

第
八
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、「
五
千
六
百
円
」
と
あ
る
の
は
「
二
千
八
百
円
」
と
、「
七
千
円
」
と
あ
る
の
は
「
三
千
五
百
円
」
と
す
る
。

（
徳
島
県
立
高
等
学
校
総
合
寄
宿
舎
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）

第
二
条

徳
島
県
立
高
等
学
校
総
合
寄
宿
舎
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
平
成
二
十
六
年
徳
島
県
条
例
第
七
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
一
項
の
見
出
し
を
削
り
、
同
項
中
「（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。）」
を
削
る
。

附
則
第
二
項
の
前
の
見
出
し
及
び
同
項
を
削
り
、
附
則
第
三
項
を
附
則
第
二
項
と
す
る
。

附
則
第
四
項
を
削
る
。

附

則

再
校

　

徳
島
県
立
高
等
学
校
総
合
寄
宿
舎
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
五
年
十
月
十
七
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

徳　

島　

県　

知　

事　
　
　
　
　

後　
　

藤　
　

田　
　
　
　
　

正　
　
　
　
　

純

徳
島
県
条
例
第
四
十
号



1

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
規
則
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
一
条
中
徳
島
県
立
高
等
学
校
総
合
寄
宿
舎
の
設
置
及

び
管
理
に
関
す
る
条
例
第
一
条
、
第
三
条
及
び
第
五
条
の
改
正
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

2

第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
徳
島
県
立
高
等
学
校
総
合
寄
宿
舎
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
第
八
条
及
び
附
則
第
二
項
の
規
定
は
、
こ
の
条
例
の
施
行
の
日
の
属
す
る
月
の

翌
月
（
そ
の
日
が
月
の
初
日
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
日
の
属
す
る
月
。
以
下
「
適
用
月
」
と
い
う
。）
以
後
の
使
用
料
に
つ
い
て
適
用
し
、
適
用
月
前
の
使
用
料
に
つ
い
て
は
、
な
お
従

前
の
例
に
よ
る
。

初
校



徳
島
県
規
則
第
三
十
九
号

災
害
救
助
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
五
年
十
月
十
七
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

災
害
救
助
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

災
害
救
助
法
施
行
細
則
（
昭
和
三
十
八
年
徳
島
県
規
則
第
三
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。別

表
第
一
の
六
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

六

被
災
し
た
住
宅
の
応
急
修
理

１

住
家
の
被
害
の
拡
大
を
防
止
す
る
た
め
の
緊
急
の
修
理

㈠

住
家
の
被
害
の
拡
大
を
防
止
す
る
た
め
の
緊
急
の
修
理
は
、
災
害
の
た
め
住
家
が
半
壊
、
半

焼
又
は
こ
れ
ら
に
準
ず
る
程
度
の
損
傷
を
受
け
、
雨
水
の
浸
入
等
を
放
置
す
れ
ば
住
家
の
被
害

が
拡
大
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
者
に
対
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

㈡

住
家
の
被
害
の
拡
大
を
防
止
す
る
た
め
の
緊
急
の
修
理
は
、
当
該
修
理
が
必
要
な
部
分
に
対

し
、
合
成
樹
脂
シ
ー
ト
、
ロ
ー
プ
、
土
の
う
等
を
用
い
て
行
う
も
の
と
し
、
そ
の
修
理
の
た
め

に
支
出
す
る
費
用
は
、
一
世
帯
当
た
り
五
万
円
以
内
と
す
る
。

㈢

住
家
の
被
害
の
拡
大
を
防
止
す
る
た
め
の
緊
急
の
修
理
は
、
災
害
発
生
の
日
か
ら
十
日
以
内

に
完
了
す
る
も
の
と
す
る
。

２

日
常
生
活
に
必
要
な
最
小
限
度
の
部
分
の
修
理

㈠

日
常
生
活
に
必
要
な
最
小
限
度
の
部
分
の
修
理
は
、
災
害
の
た
め
住
家
が
半
壊
、
半
焼
若
し

く
は
こ
れ
ら
に
準
ず
る
程
度
の
損
傷
を
受
け
、
自
ら
の
資
力
で
は
応
急
修
理
を
す
る
こ
と
が
で

き
な
い
者
又
は
大
規
模
な
補
修
を
行
わ
な
け
れ
ば
居
住
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
程
度
に
住
家

が
半
壊
し
た
者
に
対
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

㈡

日
常
生
活
に
必
要
な
最
小
限
度
の
部
分
の
修
理
は
、
居
室
、
炊
事
場
、
便
所
等
に
対
し
、
現

物
を
も
つ
て
行
う
も
の
と
し
、
そ
の
修
理
の
た
め
に
支
出
す
る
費
用
は
、
一
世
帯
当
た
り
次
に

掲
げ
る
額
以
内
と
す
る
。

⑴

⑵
に
掲
げ
る
世
帯
以
外
の
世
帯

七
十
万
六
千
円

⑵

半
壊
又
は
半
焼
に
準
ず
る
程
度
の
損
傷
に
よ
り
被
害
を
受
け
た
世
帯

三
十
四
万
三
千
円

㈢

日
常
生
活
に
必
要
な
最
小
限
度
の
部
分
の
修
理
は
、
災
害
発
生
の
日
か
ら
三
月
以
内
（
災
害

対
策
基
本
法
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
二
百
二
十
三
号
）
第
二
十
三
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す

る
特
定
災
害
対
策
本
部
、
同
法
第
二
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
非
常
災
害
対
策
本
部
又
は
同

法
第
二
十
八
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
緊
急
災
害
対
策
本
部
が
設
置
さ
れ
た
災
害
に
あ
つ
て

は
、
六
月
以
内
）
に
完
了
す
る
も
の
と
す
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

改
正
後
の
別
表
第
一
の
規
定
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。



徳
島
県
規
則
第
四
十
号

徳
島
県
特
定
歴
史
公
文
書
等
の
利
用
等
に
関
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
五
年
十
月
十
七
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

徳
島
県
特
定
歴
史
公
文
書
等
の
利
用
等
に
関
す
る
規
則

目
次第

一
章

総
則
（
第
一
条
・
第
二
条
）

第
二
章

保
存
等

第
一
節

受
入
れ
（
第
三
条
―
第
五
条
）

第
二
節

保
存
（
第
六
条
―
第
九
条
）

第
三
章

利
用

第
一
節

利
用
の
請
求
等
（
第
十
条
―
第
二
十
二
条
）

第
二
節

利
用
の
促
進
（
第
二
十
三
条
―
第
二
十
五
条
）

第
三
節

移
管
元
実
施
機
関
の
利
用
（
第
二
十
六
条
）

第
四
章

廃
棄
（
第
二
十
七
条
）

第
五
章

雑
則
（
第
二
十
八
条
・
第
二
十
九
条
）

附
則

第
一
章

総
則

（
趣
旨
）

第
一
条

こ
の
規
則
は
、
徳
島
県
公
文
書
等
の
管
理
に
関
す
る
条
例
（
令
和
五
年
徳
島
県
条
例
第
十
七
号

。
以
下
「
条
例
」
と
い
う
。
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
特
定
歴
史
公
文
書
等
の
利
用
等
に
関
し
必
要
な
事

項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
定
義
）

第
二
条

こ
の
規
則
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
は
、
条
例
で
使
用
す
る
用
語
の
例
に
よ
る
。

第
二
章

保
存
等

第
一
節

受
入
れ

（
実
施
機
関
か
ら
の
受
入
れ
）

第
三
条

知
事
は
、
実
施
機
関
で
保
存
す
る
歴
史
公
文
書
等
と
し
て
、
保
存
期
間
が
満
了
し
た
と
き
に
文

書
館
に
移
管
す
る
措
置
が
定
め
ら
れ
た
も
の
に
つ
い
て
、
保
存
期
間
が
満
了
し
た
日
か
ら
可
能
な
限
り

早
い
時
期
に
受
入
れ
の
日
を
設
定
し
、
当
該
歴
史
公
文
書
等
を
受
け
入
れ
る
も
の
と
す
る
。

２

知
事
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
受
け
入
れ
た
特
定
歴
史
公
文
書
等
に
つ
い
て
、
次
に
掲
げ
る
措
置
を

講
じ
た
上
で
、
原
則
と
し
て
受
入
れ
の
日
か
ら
一
年
以
内
に
排
架
を
行
う
も
の
と
す
る
。

一

生
物
被
害
へ
の
対
処
そ
の
他
の
保
存
に
必
要
な
措
置

二

識
別
を
容
易
に
す
る
た
め
に
必
要
な
番
号
（
以
下
「
資
料
番
号
」
と
い
う
。
）
の
付
与

三

条
例
第
十
二
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
目
録
の
作
成

四

条
例
第
十
三
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
由
の
該
当
性
に
関
す
る
事
前
審
査

（
寄
贈
、
寄
託
等
が
さ
れ
た
文
書
の
受
入
れ
）

第
四
条

知
事
は
、
条
例
第
二
条
第
四
項
第
三
号
に
規
定
す
る
法
人
そ
の
他
の
団
体
又
は
個
人
か
ら
特
定

の
文
書
に
つ
い
て
寄
贈
、
寄
託
等
を
す
る
旨
の
申
出
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
文
書
が
歴
史
公

文
書
等
に
該
当
す
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
文
書
を
受
け
入
れ
る
も
の
と
す
る
。



２

知
事
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
受
け
入
れ
た
特
定
歴
史
公
文
書
等
に
つ
い
て
、
寄
贈
、
寄
託
等
を
し

た
も
の
の
希
望
に
応
じ
、
利
用
の
制
限
を
行
う
範
囲
及
び
こ
れ
が
適
用
さ
れ
る
期
間
を
定
め
た
上
で
、

前
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
措
置
を
講
じ
、
原
則
と
し
て
受
入
れ
の
日
か
ら
一
年
以
内
に
排
架
を
行
う

も
の
と
す
る
。

（
著
作
権
等
の
調
整
）

第
五
条

知
事
は
、
前
二
条
の
規
定
に
よ
り
受
け
入
れ
た
特
定
歴
史
公
文
書
等
に
著
作
物
、
実
演
、
レ
コ

ー
ド
又
は
放
送
若
し
く
は
有
線
放
送
に
係
る
音
若
し
く
は
影
像
が
含
ま
れ
て
い
る
場
合
は
、
必
要
に
応

じ
て
、
あ
ら
か
じ
め
こ
れ
ら
の
著
作
者
、
著
作
権
者
、
実
演
家
又
は
著
作
隣
接
権
者
か
ら
著
作
者
人
格

権
、
著
作
権
、
実
演
家
人
格
権
又
は
著
作
隣
接
権
に
関
す
る
利
用
等
の
許
諾
又
は
同
意
を
得
る
こ
と
等

に
よ
り
、
当
該
特
定
歴
史
公
文
書
等
の
円
滑
な
利
用
に
備
え
る
も
の
と
す
る
。

第
二
節

保
存

（
保
存
方
法
等
）

第
六
条

知
事
は
、
特
定
歴
史
公
文
書
等
に
つ
い
て
、
条
例
第
二
十
七
条
の
規
定
に
よ
り
廃
棄
さ
れ
る
に

至
る
場
合
を
除
き
、
専
用
の
書
庫
（
以
下
「
書
庫
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
永
久
に
保
存
す
る
も
の
と

す
る
。

２

知
事
は
、
書
庫
に
つ
い
て
、
温
度
、
湿
度
、
照
度
等
を
適
切
に
管
理
す
る
と
と
も
に
、
防
犯
、
防
災

、
防
虫
等
の
た
め
の
適
切
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

３

知
事
は
、
特
定
歴
史
公
文
書
等
の
う
ち
電
磁
的
記
録
に
つ
い
て
は
、
そ
の
種
別
を
勘
案
し
、
当
該
特

定
歴
史
公
文
書
等
を
利
用
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
に
記
録
媒
体
の
変
換
そ
の
他
の
必
要
な
措
置
を
講

ず
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

（
複
製
物
の
作
成
）

第
七
条

知
事
は
、
特
定
歴
史
公
文
書
等
に
つ
い
て
、
そ
の
内
容
、
保
存
状
態
、
時
の
経
過
、
利
用
の
状

況
等
に
応
じ
、
適
切
な
記
録
媒
体
に
よ
る
複
製
物
を
作
成
す
る
も
の
と
す
る
。

（
個
人
情
報
の
漏
え
い
の
防
止
の
た
め
に
必
要
な
措
置
）

第
八
条

知
事
は
、
特
定
歴
史
公
文
書
等
に
個
人
情
報
が
記
録
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
当
該
個
人
情
報

の
漏
え
い
の
防
止
の
た
め
、
次
に
掲
げ
る
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

一

書
庫
の
施
錠
そ
の
他
の
物
理
的
な
接
触
の
制
限

二

当
該
特
定
歴
史
公
文
書
等
に
記
録
さ
れ
て
い
る
個
人
情
報
に
対
す
る
不
正
ア
ク
セ
ス
行
為
（
不
正

ア
ク
セ
ス
行
為
の
禁
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
二
十
八
号
）
第
二
条
第
四
項
に

規
定
す
る
不
正
ア
ク
セ
ス
行
為
を
い
う
。
）
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置

三

文
書
館
の
職
員
に
対
す
る
教
育
及
び
研
修
の
実
施

四

前
三
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
個
人
情
報
の
漏
え
い
の
防
止
の
た
め
に
必
要
な
措
置

（
目
録
の
作
成
及
び
公
表
）

第
九
条

条
例
第
十
二
条
第
四
項
の
必
要
な
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
（
条
例
第
十
三
条
第
一
項
第
一

号
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
情
報
又
は
同
項
第
二
号
の
制
限
若
し
く
は
同
項
第
三
号
の
条
件
に
係
る
情

報
（
次
条
に
お
い
て
「
利
用
制
限
情
報
」
と
い
う
。
）
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）
と
す
る
。

一

分
類

二

資
料
番
号

三

名
称

四

移
管
又
は
寄
贈
、
寄
託
等
を
し
た
も
の
の
名
称
又
は
氏
名



五

移
管
又
は
寄
贈
、
寄
託
等
を
受
け
た
時
期

六

保
存
場
所

七

記
録
媒
体
の
種
別

八

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
特
定
歴
史
公
文
書
等
の
適
切
な
保
存
を
行
い
、
及
び
適
切
な
利

用
に
資
す
る
た
め
に
必
要
な
事
項

２

知
事
は
、
条
例
第
十
二
条
第
四
項
の
目
録
に
つ
い
て
、
文
書
館
に
備
え
て
一
般
の
閲
覧
に
供
す
る
と

と
も
に
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
そ
の
他
の
適
切
な
方
法
に
よ
り
公
表
す
る
も
の
と
す
る
。

第
三
章

利
用

第
一
節

利
用
の
請
求
等

（
部
分
利
用
）

第
十
条

条
例
第
十
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
区
分
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
特
定
歴
史
公
文
書
等
の

種
類
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
方
法
に
よ
り
行
う
。

一

文
書
（
次
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

当
該
特
定
歴
史
公
文
書
等
の
写
し
を
作
成
し
、
当
該

写
し
に
記
載
さ
れ
て
い
る
利
用
制
限
情
報
を
黒
塗
り
す
る
方
法
又
は
利
用
制
限
情
報
が
記
載
さ
れ
て

い
る
範
囲
を
被
覆
す
る
方
法

二

電
磁
的
記
録

当
該
記
録
の
写
し
を
作
成
し
、
当
該
写
し
に
記
載
さ
れ
て
い
る
利
用
制
限
情
報
を

削
除
す
る
方
法

（
本
人
で
あ
る
こ
と
を
示
す
書
類
）

第
十
一
条

条
例
第
十
四
条
の
利
用
請
求
を
す
る
者
は
、
知
事
に
対
し
、
次
に
掲
げ
る
書
類
の
い
ず
れ
か

を
提
示
し
、
又
は
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

利
用
請
求
を
す
る
者
の
氏
名
及
び
住
所
又
は
居
所
と
同
一
の
氏
名
及
び
住
所
又
は
居
所
が
記
載
さ

れ
て
い
る
運
転
免
許
証
、
健
康
保
険
の
被
保
険
者
証
、
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す

る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
二
十
七
号
）
第
二
条
第
七
項
に

規
定
す
る
個
人
番
号
カ
ー
ド
そ
の
他
法
律
又
は
こ
れ
に
基
づ
く
命
令
の
規
定
に
よ
り
交
付
さ
れ
た
書

類
で
あ
っ
て
、
当
該
利
用
請
求
を
す
る
者
が
本
人
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
に
足
り
る
も
の

二

前
号
に
掲
げ
る
書
類
を
や
む
を
得
な
い
理
由
に
よ
り
提
示
し
、
又
は
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
な
い

場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
利
用
請
求
を
す
る
者
が
本
人
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
知
事
が
適
当

と
認
め
る
書
類

（
利
用
請
求
の
方
法
）

第
十
二
条

条
例
第
十
五
条
第
一
項
第
三
号
の
規
則
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一

利
用
請
求
の
年
月
日

二

利
用
請
求
に
係
る
特
定
歴
史
公
文
書
等
の
資
料
番
号

三

希
望
す
る
利
用
の
方
法

四

連
絡
先
及
び
法
人
そ
の
他
の
団
体
に
あ
っ
て
は
、
当
該
利
用
請
求
の
担
当
者
の
氏
名

２

条
例
第
十
五
条
第
一
項
の
請
求
書
は
、
特
定
歴
史
公
文
書
等
利
用
請
求
書
（
様
式
第
一
号
）
に
よ
る

も
の
と
す
る
。

（
利
用
請
求
に
対
す
る
決
定
等
）

第
十
三
条

条
例
第
十
六
条
第
一
項
の
規
則
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一

利
用
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
日

二

利
用
の
方
法



三

写
し
の
交
付
の
方
法
に
よ
り
利
用
さ
せ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
写
し
の
交
付
に
要
す
る
費
用

四

特
定
歴
史
公
文
書
等
の
一
部
を
利
用
さ
せ
る
旨
の
決
定
に
あ
っ
て
は
、
利
用
制
限
の
内
容
及
び
そ

の
理
由

２

条
例
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
決
定
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ

ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
書
面
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

一

特
定
歴
史
公
文
書
等
の
全
部
を
利
用
さ
せ
る
旨
の
決
定

特
定
歴
史
公
文
書
等
利
用
決
定
通
知
書

（
様
式
第
二
号
）

二

特
定
歴
史
公
文
書
等
の
一
部
を
利
用
さ
せ
る
旨
の
決
定

特
定
歴
史
公
文
書
等
一
部
利
用
決
定
通

知
書
（
様
式
第
三
号
）

３

条
例
第
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
は
、
特
定
歴
史
公
文
書
等
利
用
制
限
決
定
通
知
書
（
様

式
第
四
号
）
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

（
利
用
決
定
等
の
期
限
の
延
長
）

第
十
四
条

条
例
第
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
は
、
特
定
歴
史
公
文
書
等
利
用
決
定
等
期
間
延

長
通
知
書
（
様
式
第
五
号
）
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

（
利
用
決
定
等
の
期
限
の
特
例
延
長
）

第
十
五
条

条
例
第
十
八
条
の
規
定
に
よ
る
通
知
は
、
特
定
歴
史
公
文
書
等
利
用
決
定
等
期
間
特
例
延
長

通
知
書
（
様
式
第
六
号
）
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

（
第
三
者
に
対
す
る
意
見
書
提
出
の
機
会
の
付
与
等
）

第
十
六
条

条
例
第
十
九
条
第
一
項
の
規
則
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一

利
用
請
求
の
年
月
日

二

利
用
請
求
に
係
る
特
定
歴
史
公
文
書
等
の
資
料
番
号

三

利
用
請
求
に
係
る
特
定
歴
史
公
文
書
等
に
記
録
さ
れ
て
い
る
当
該
第
三
者
に
関
す
る
情
報
の
内
容

四

意
見
書
を
提
出
す
る
場
合
の
提
出
先
及
び
提
出
期
限

２

条
例
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
は
、
特
定
歴
史
公
文
書
等
の
利
用
に
係
る
意
見
照
会
書

（
様
式
第
七
号
）
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

３

条
例
第
十
九
条
第
二
項
の
規
則
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一

第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項

二

利
用
請
求
に
係
る
特
定
歴
史
公
文
書
等
の
利
用
を
さ
せ
よ
う
と
す
る
理
由

４

条
例
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
は
、
特
定
歴
史
公
文
書
等
の
利
用
に
係
る
意
見
照
会
書

（
様
式
第
八
号
）
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

５

条
例
第
十
九
条
第
三
項
の
規
則
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一

第
一
項
第
一
号
、
第
二
号
及
び
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項

二

利
用
請
求
に
係
る
特
定
歴
史
公
文
書
等
に
付
さ
れ
て
い
る
条
例
第
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
意

見
の
内
容

三

利
用
請
求
に
係
る
特
定
歴
史
公
文
書
等
に
つ
い
て
利
用
決
定
を
す
る
理
由

６

条
例
第
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
は
、
特
定
歴
史
公
文
書
等
の
利
用
に
係
る
意
見
照
会
書

（
様
式
第
九
号
）
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

７

条
例
第
十
九
条
第
一
項
及
び
第
二
項
に
規
定
す
る
意
見
書
は
特
定
歴
史
公
文
書
等
の
利
用
に
係
る
意

見
書
（
様
式
第
十
号
）
に
、
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
意
見
書
は
特
定
歴
史
公
文
書
等
の
利
用
に
係
る

意
見
書
（
様
式
第
十
一
号
）
に
よ
る
も
の
と
す
る
。



８

条
例
第
十
九
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
は
、
第
三
者
情
報
に
係
る
特
定
歴
史
公
文
書
等
利
用
決

定
通
知
書
（
様
式
第
十
二
号
）
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

（
電
磁
的
記
録
の
利
用
の
方
法
等
）

第
十
七
条

条
例
第
二
十
条
の
規
則
で
定
め
る
方
法
は
、
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
方
法
と
す
る
。

一

電
磁
的
記
録
を
専
用
機
器
に
よ
り
再
生
し
、
又
は
映
写
し
た
も
の
の
閲
覧
、
視
聴
又
は
聴
取

二

電
磁
的
記
録
を
用
紙
に
出
力
し
た
も
の
の
閲
覧
又
は
交
付

三

電
磁
的
記
録
を
電
磁
的
記
録
媒
体
に
複
写
し
た
も
の
の
交
付

四

そ
の
他
知
事
が
適
当
と
認
め
る
方
法

（
閲
覧
の
方
法
等
）

第
十
八
条

特
定
歴
史
公
文
書
等
（
条
例
第
二
十
条
た
だ
し
書
の
写
し
及
び
電
磁
的
記
録
を
専
用
機
器
に

よ
り
再
生
し
、
又
は
用
紙
に
出
力
し
た
も
の
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
閲
覧
は
、

文
書
館
の
閲
覧
室
で
行
う
も
の
と
す
る
。

２

特
定
歴
史
公
文
書
等
の
閲
覧
を
す
る
も
の
は
、
職
員
の
指
示
の
下
に
自
ら
カ
メ
ラ
等
に
よ
り
当
該
特

定
歴
史
公
文
書
等
の
撮
影
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

３

特
定
歴
史
公
文
書
等
の
閲
覧
を
す
る
も
の
は
、
当
該
特
定
歴
史
公
文
書
等
を
丁
寧
に
取
り
扱
う
こ
と

と
し
、
こ
れ
を
改
ざ
ん
し
、
汚
損
し
、
又
は
破
損
し
て
は
な
ら
な
い
。

４

知
事
は
、
前
項
の
規
定
に
違
反
し
た
も
の
又
は
違
反
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
に
対

し
、
特
定
歴
史
公
文
書
等
の
閲
覧
を
中
止
さ
せ
、
又
は
禁
止
す
る
こ
と
が
あ
る
。

（
写
し
の
交
付
の
方
法
等
）

第
十
九
条

特
定
歴
史
公
文
書
等
の
写
し
（
電
磁
的
記
録
を
用
紙
に
出
力
し
、
又
は
電
磁
的
記
録
媒
体
に

複
写
し
た
も
の
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
交
付
は
、
利
用
請
求
一
件
に
つ
き
一
部

と
す
る
。

２

写
し
の
交
付
は
、
文
書
館
に
お
い
て
行
う
ほ
か
、
利
用
請
求
者
の
希
望
に
応
じ
、
郵
送
等
に
よ
り
行

う
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
必
要
な
郵
便
料
そ
の
他
の
費
用
は
、
利
用
請
求
者
が
負
担
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
費
用
）

第
二
十
条

条
例
第
二
十
一
条
に
規
定
す
る
写
し
の
交
付
に
要
す
る
費
用
の
額
は
、
別
表
の
と
お
り
と
す

る
。

２

前
項
に
規
定
す
る
費
用
は
、
当
該
写
し
の
交
付
を
受
け
る
前
に
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
審
査
請
求
に
係
る
諮
問
）

第
二
十
一
条

条
例
第
二
十
三
条
第
二
項
の
規
則
で
定
め
る
書
類
そ
の
他
の
物
件
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の

と
す
る
。

一

行
政
不
服
審
査
法
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
六
十
八
号
）
第
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替

え
て
適
用
す
る
同
法
（
以
下
「
読
替
え
後
の
行
政
不
服
審
査
法
」
と
い
う
。
）
第
三
十
条
第
一
項
に

規
定
す
る
反
論
書

二

読
替
え
後
の
行
政
不
服
審
査
法
第
三
十
条
第
二
項
に
規
定
す
る
意
見
書

三

読
替
え
後
の
行
政
不
服
審
査
法
第
三
十
一
条
第
二
項
に
規
定
す
る
口
頭
意
見
陳
述
、
読
替
え
後
の

行
政
不
服
審
査
法
第
三
十
四
条
の
陳
述
若
し
く
は
鑑
定
、
読
替
え
後
の
行
政
不
服
審
査
法
第
三
十
五

条
第
一
項
の
検
証
、
読
替
え
後
の
行
政
不
服
審
査
法
第
三
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
質
問
又
は
読
替
え

後
の
行
政
不
服
審
査
法
第
三
十
七
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
に
規
定
す
る
意
見
の
聴
取
の
記
録



四

行
政
不
服
審
査
法
第
三
十
二
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ
た
証
拠
書
類
若
し

く
は
証
拠
物
又
は
書
類
そ
の
他
の
物
件

五

読
替
え
後
の
行
政
不
服
審
査
法
第
三
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
提
出
要
求
に
応
じ
て
提
出
さ
れ
た
書

類
そ
の
他
の
物
件

六

そ
の
他
徳
島
県
情
報
公
開
・
個
人
情
報
保
護
審
査
会
が
必
要
と
認
め
る
資
料

（
第
三
者
か
ら
の
審
査
請
求
を
棄
却
す
る
場
合
等
に
お
け
る
手
続
）

第
二
十
二
条

条
例
第
二
十
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る
条
例
第
十
九
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
は
、

特
定
歴
史
公
文
書
等
の
利
用
に
係
る
裁
決
通
知
書
（
様
式
第
十
三
号
）
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

第
二
節

利
用
の
促
進

（
簡
便
な
方
法
に
よ
る
利
用
）

第
二
十
三
条

知
事
は
、
特
定
歴
史
公
文
書
等
（
条
例
第
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
利
用
さ
せ
る
こ
と
が
で

き
る
も
の
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
、
前
節
に
定
め
る
方
法
の
ほ
か
、
別
に
定
め
る
簡
便
な
方
法
（
次
項

に
定
め
る
も
の
を
除
く
。
）
に
よ
り
一
般
の
利
用
に
供
す
る
こ
と
が
あ
る
。

２

知
事
は
、
特
定
歴
史
公
文
書
等
の
デ
ジ
タ
ル
画
像
等
の
情
報
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
に
よ
り
公

開
す
る
こ
と
等
の
方
法
に
よ
り
、
積
極
的
に
一
般
の
利
用
に
供
す
る
も
の
と
す
る
。

（
展
示
会
の
開
催
等
）

第
二
十
四
条

知
事
は
、
年
度
ご
と
に
計
画
を
定
め
た
上
で
、
展
示
会
の
開
催
、
特
定
歴
史
公
文
書
等
に

関
す
る
講
座
の
実
施
そ
の
他
の
取
組
を
行
い
、
特
定
歴
史
公
文
書
等
の
利
用
の
促
進
に
努
め
る
も
の
と

す
る
。

（
貸
出
し
）

第
二
十
五
条

知
事
は
、
他
の
機
関
か
ら
学
術
研
究
、
社
会
教
育
等
の
公
共
的
目
的
を
有
す
る
行
事
等
に

お
い
て
利
用
す
る
た
め
に
特
定
歴
史
公
文
書
等
の
貸
出
し
の
申
込
み
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
別
に
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
特
定
歴
史
公
文
書
等
を
貸
し
出
す
こ
と
が
あ
る
。

第
三
節

移
管
元
実
施
機
関
の
利
用

第
二
十
六
条

特
定
歴
史
公
文
書
等
を
移
管
し
た
実
施
機
関
が
条
例
第
二
十
六
条
の
規
定
の
適
用
を
受
け

よ
う
と
す
る
場
合
は
、
第
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
利
用
請
求
者
は
、
身
分
を
証
す
る

書
面
を
提
示
し
、
及
び
移
管
元
実
施
機
関
用
特
定
歴
史
公
文
書
等
利
用
請
求
書
（
様
式
第
十
四
号
）
を

提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
四
章

廃
棄

第
二
十
七
条

条
例
第
二
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
廃
棄
は
、
劣
化
が
極
限
ま
で
進
展
し
て
判
読
も
修
復
も

不
可
能
と
な
り
利
用
で
き
な
く
な
っ
た
こ
と
そ
の
他
の
事
情
に
よ
り
歴
史
的
文
化
的
価
値
を
有
す
る
資

料
で
な
く
な
っ
た
と
認
め
ら
れ
る
特
定
歴
史
公
文
書
等
に
つ
い
て
、
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

第
五
章

雑
則

（
保
存
及
び
利
用
の
状
況
の
公
表
）

第
二
十
八
条

条
例
第
二
十
八
条
の
規
定
に
よ
る
公
表
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
そ
の
他
の
適
切
な

方
法
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

（
委
任
）

第
二
十
九
条

こ
の
規
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
特
定
歴
史
公
文
書
等
の
利
用
に
関
し
必
要
な
事
項
は

、
知
事
が
別
に
定
め
る
。

附

則



（
施
行
期
日
）

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

条
例
附
則
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
歴
史
公
文
書
等
と
み
な
さ
れ
る
文
書
に
つ
い
て
は
、
第
九
条

第
四
号
及
び
第
五
号
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

（
徳
島
県
立
文
書
館
管
理
規
則
の
一
部
改
正
）

３

徳
島
県
立
文
書
館
管
理
規
則
（
令
和
二
年
徳
島
県
規
則
第
四
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

第
四
条
中
「
及
び
」
を
「
、
徳
島
県
特
定
歴
史
公
文
書
等
の
利
用
等
に
関
す
る
規
則
（
令
和
五
年
徳

島
県
規
則
第
四
十
号
）
及
び
」
に
改
め
る
。

第
六
条
か
ら
第
十
条
ま
で
を
削
り
、
第
十
一
条
を
第
六
条
と
す
る
。

様
式
第
一
号
か
ら
様
式
第
三
号
ま
で
を
削
る
。

別
表
（
第
二
十
条
関
係
）

区

分

費
用
の
額

用
紙
に
複
写
し
、
又
は
出
力
し
た
も
の
の
交
付

白
黒

用
紙
一
枚
に
つ
き
一
〇
円

（
日
本
産
業
規
格
Ａ
列
三
番
以
下
の
大
き
さ
の

用
紙
を
用
い
て
行
う
も
の
に
限
る
。
）

カ
ラ
ー

用
紙
一
枚
に
つ
き
五
〇
円

Ｃ
Ｄ
―
Ｒ
（
日
本
産
業
規
格
Ｘ
〇
六
〇
六
及
び

Ｘ
六
二
八
一
に
適
合
す
る
直
径
百
二
十
ミ
リ
メ

ー
ト
ル
の
光
デ
ィ
ス
ク
の
再
生
装
置
で
再
生
す

Ｃ
Ｄ
―
Ｒ
一
枚
に
つ
き
五
〇
円

る
こ
と
が
可
能
な
光
デ
ィ
ス
ク
を
い
う
。
以
下

同
じ
。
）
に
複
写
し
た
も
の
の
交
付

Ｄ
Ｖ
Ｄ
―
Ｒ
（
日
本
産
業
規
格
Ｘ
六
二
四
一
に

適
合
す
る
直
径
百
二
十
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
の
光
デ

ィ
ス
ク
の
再
生
装
置
で
再
生
す
る
こ
と
が
可
能

Ｄ
Ｖ
Ｄ
―
Ｒ
一
枚
に
つ
き
一
〇
〇
円

な
光
デ
ィ
ス
ク
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
複

写
し
た
も
の
の
交
付

業
務
委
託
等
に
よ
り
写
し
を
作
成
し
た
場
合
そ

の
他
の
写
し
の
交
付
に
特
別
の
費
用
を
要
す
る

当
該
費
用
の
実
費
に
相
当
す
る
額

場
合

郵
送
等
に
よ
り
交
付
を
行
う
場
合

郵
便
料
そ
の
他
の
費
用
の
実
費
に
相
当
す
る
額

備
考

用
紙
の
両
面
を
使
用
す
る
場
合
は
、
片
面
を
用
紙
一
枚
と
し
て
費
用
の
額
を
算
定
す
る
。



様式第１号（第１２条関係）

※ 収 受 番 号 番

※ 収受年月日 年 月 日

特定歴史公文書等利用請求書

年 月 日

徳島県知事 殿

住所
請求者

氏名

法人その他の団体にあっては、主たる事務所
の所在地及び名称並びに代表者の氏名

電話番号
（担当者氏名）

徳島県公文書等の管理に関する条例第１３条第１項の規定に基づき、次のとおり特定歴

史公文書等の利用を請求します。

資料番号 名称 利用の方法

□閲覧
□写しの交付

□閲覧
□写しの交付

利用請求に係る

特定歴史公文書等 □閲覧
□写しの交付

□閲覧
□写しの交付

□閲覧
□写しの交付

□用紙への複写又は出力（□Ａ４ □Ｂ４ □Ａ３）

文 書 （□白黒 □カラー）
写しの
作成の □電磁的記録媒体（ＣＤ－Ｒ又はＤＶＤ－Ｒ）への複写

方 法
電磁的 □用紙への出力（□Ａ４ □Ｂ４ □Ａ３）（□白黒 □カラー）
記 録 □電磁的記録媒体（ＣＤ－Ｒ又はＤＶＤ－Ｒ）への複写

写しの交付 □文書館において交付
の 方 法 □郵送等（送付先 ）

備考
１ 「住所」及び「氏名」は、正確かつ明瞭に記入してください。記入内容に不備があ
る場合は、徳島県公文書等の管理に関する条例第１５条第２項の規定に基づき、補正
をお願いすることがあります。

２ 「利用の方法」の欄で「写しの交付」を選択した場合は、「写しの作成の方法」及
び「写しの交付の方法」の欄に記入してください。

３ 写しの作成には、費用の負担が生じます。また、郵送等で受け取る場合は、別途送
料の負担が必要です。

４ ※の欄には、記入しないでください。



様式第２号（第１３条関係）

特定歴史公文書等利用決定通知書

第 号
年 月 日

様（殿）

徳島県知事 印

年 月 日付けで請求のありました特定歴史公文書等の利用については、

徳島県公文書等の管理に関する条例第１６条第１項の規定により、次のとおりその全部を

利用に供することと決定したので、通知します。

特定歴史公文書等利用請求書の 年 月 日

収 受 年 月 日 及 び 収 受 番 号 収受番号 番

資料番号 名称 複写枚数

利用請求に係る

特定歴史公文書等

文書館での閲覧
年 月 日から

年 月 日まで

利 用 の 方 法 □文書館での交付 年 月 日から

年 月 日まで
写 し の 交 付

□郵送等 写しの交付に要する費用の納付確認後

に送付します。

用紙 円

写 し の 交 付 に 要 す る 費 用
ＣＤ－Ｒ又はＤＶＤ－Ｒ 円

その他（ ） 円

計 円

備考

１ 特定歴史公文書等の閲覧場所は、文書館の閲覧室です。閲覧室から持ち出すことは

できません。

２ 指定された閲覧又は写しの交付の期間において、閲覧又は写しの交付を希望する日

があらかじめ決まっている場合には、文書館まで連絡してください。

３ 特定歴史公文書等を利用する際には、この通知書を提示してください。

４ 特定歴史公文書等の閲覧中、持参のカメラ等による複写が必要なときは、閲覧室受

付まで申し出てください。



様式第３号（第１３条関係）

特定歴史公文書等一部利用決定通知書

第 号
年 月 日

様（殿）

徳島県知事 印

年 月 日付けで請求のありました特定歴史公文書等の利用については、

徳島県公文書等の管理に関する条例第１６条第１項の規定により、次のとおりその一部を

利用に供することと決定したので、通知します。

特定歴史公文書等利用請求書の 年 月 日

収 受 年 月 日 及 び 収 受 番 号 収受番号 番

資料番号 名称

利用請求に係る特定歴史公文書等

利 用 制 限 の 内 容

利 用 制 限 を 行 う 理 由

文書館での閲覧
年 月 日から

年 月 日まで

利 用 の 方 法 □文書館での交付 年 月 日から

年 月 日まで
写 し の 交 付

□郵送等 写しの交付に要する費用の納付確認後

に送付します。

用紙 円

写 し の 交 付 に 要 す る 費 用
ＣＤ－Ｒ又はＤＶＤ－Ｒ 円

その他（ ） 円

計 円

備考

１ 特定歴史公文書等の閲覧場所は、文書館の閲覧室です。閲覧室から持ち出すことは

できません。

２ 指定された閲覧又は写しの交付の期間において、閲覧又は写しの交付を希望する日

があらかじめ決まっている場合には、文書館まで連絡してください。

３ 特定歴史公文書等を利用する際には、この通知書を提示してください。

４ 特定歴史公文書等の閲覧中、持参のカメラ等による複写が必要なときは、閲覧室受

付まで申し出てください。

この決定に不服がある場合は、この決定があったことを知った日の翌日から起算して３

か月以内に徳島県知事に対して審査請求をすることができます。

また、この決定の取消しを求める訴えは、この決定があったことを知った日の翌日から

起算して６か月以内に徳島県を被告として（徳島県知事が被告の代表者となります。）提

起することができます。



様式第４号（第１３条関係）

特定歴史公文書等利用制限決定通知書

第 号

年 月 日

様（殿）

徳島県知事 印

年 月 日付けで請求のありました特定歴史公文書等の利用については、

徳島県公文書等の管理に関する条例第１６条第２項の規定により、次のとおりその全部を

利用に供しないことと決定したので、通知します。

特定歴史公文書等利用請求書の 年 月 日

収 受 年 月 日 及 び 収 受 番 号 収受番号 番

資料番号 名称

利 用 請 求 に 係 る

特 定 歴 史 公 文 書 等

利 用 に 供 し な い 理 由

この決定に不服がある場合は、この決定があったことを知った日の翌日から起算して３

か月以内に徳島県知事に対して審査請求をすることができます。

また、この決定の取消しを求める訴えは、この決定があったことを知った日の翌日から

起算して６か月以内に徳島県を被告として（徳島県知事が被告の代表者となります。）提

起することができます。



様式第５号（第１４条関係）

特定歴史公文書等利用決定等期間延長通知書

第 号

年 月 日

様（殿）

徳島県知事 印

年 月 日付けで請求のありました特定歴史公文書等の利用については、

徳島県公文書等の管理に関する条例第１７条第２項の規定により、次のとおり利用決定等

の期間を延長したので、通知します。

特定歴史公文書等利用請求書の 年 月 日

収 受 年 月 日 及 び 収 受 番 号 収受番号 番

資料番号 名称

利 用 請 求 に 係 る

特 定 歴 史 公 文 書 等

徳 島 県 公 文 書 等 の 管 理 に 年 月 日から
関 す る 条 例 第 １ ７ 条 第 １ 項

の 規 定 に よ る 決 定 期 間
年 月 日まで

年 月 日から
延 長 後 の 決 定 期 間

年 月 日まで

延 長 の 理 由



様式第６号（第１５条関係）

特定歴史公文書等利用決定等期間特例延長通知書

第 号

年 月 日

様（殿）

徳島県知事 印

年 月 日付けで請求のありました特定歴史公文書等の利用については、

徳島県公文書等の管理に関する条例第１８条の規定により、次のとおり利用決定等の期間

を特例で延長したので、通知します。

特定歴史公文書等利用請求書の 年 月 日

収 受 年 月 日 及 び 収 受 番 号 収受番号 番

資料番号 名称

利 用 請 求 に 係 る

特 定 歴 史 公 文 書 等

利 用 請 求 に 係 る 特 定 歴 史 年 月 日から
公文書等のうち相当の部分に

ついて利用決定等をする期間
年 月 日まで

残 り の 特 定 歴 史 公 文 書 等 に

ついて利用決定等をする期限
年 月 日

特 例 延 長 の 理 由



様式第７号（第１６条関係）

特定歴史公文書等の利用に係る意見照会書

第 号

年 月 日

様（殿）

徳島県知事 印

あなたに関する情報が記録されている特定歴史公文書等について、徳島県公文書等の管

理に関する条例第１３条第１項の規定により利用の請求がありましたので、同条例第１９

条第１項の規定により、次のとおり通知します。

つきましては、当該特定歴史公文書等を利用させることについて意見がありましたら、

別紙により意見書を提出してください。

なお、提出期限までに意見書の提出がない場合は、特に意見がないものとして取り扱う

こととします。

資料番号 名称

利 用 請 求 に 係 る

特 定 歴 史 公 文 書 等

利 用 請 求 の 年 月 日 年 月 日

特定歴史公文書等に記録されて

いるあなたに関する情報の内容

意 見 書 の 提 出 先

意 見 書 の 提 出 期 限 年 月 日



様式第８号（第１６条関係）

特定歴史公文書等の利用に係る意見照会書

第 号

年 月 日

様（殿）

徳島県知事 印

あなたに関する情報が記録されている特定歴史公文書等について、徳島県公文書等の管

理に関する条例第１３条第１項の規定により利用の請求がありましたので、同条例第１９

条第２項の規定により、次のとおり通知します。

つきましては、当該特定歴史公文書等を利用させることについて意見がありましたら、

別紙により意見書を提出してください。

なお、提出期限までに意見書の提出がない場合は、特に意見がないものとして取り扱う

こととします。

資料番号 名称

利 用 請 求 に 係 る

特 定 歴 史 公 文 書 等

利 用 請 求 の 年 月 日 年 月 日

特定歴史公文書等に記録されて

いるあなたに関する情報の内容

特 定 歴 史 公 文 書 等 の 利 用 を

さ せ よ う と す る 理 由

意 見 書 の 提 出 先

意 見 書 の 提 出 期 限 年 月 日



様式第９号（第１６条関係）

特定歴史公文書等の利用に係る意見照会書

第 号

年 月 日

様（殿）

徳島県知事 印

次の特定歴史公文書等について、徳島県公文書等の管理に関する条例第１３条第１項の

規定により利用の請求がありましたので、同条例第１９条第３項の規定により、次のとお

り通知します。

つきましては、当該特定歴史公文書等を利用させることについて意見がありましたら、

別紙により意見書を提出してください。

なお、提出期限までに意見書の提出がない場合は、特に意見がないものとして取り扱う

こととします。

資料番号 名称

利 用 請 求 に 係 る

特 定 歴 史 公 文 書 等

利 用 請 求 の 年 月 日 年 月 日

特定歴史公文書等に付されて

いる徳島県公文書等の管理に

関 す る 条 例 第 ８ 条 第 ４ 項

の 規 定 に よ る 意 見 の 内 容

特 定 歴 史 公 文 書 等 に つ い て

利用させる旨の決定をする理由

意 見 書 の 提 出 先

意 見 書 の 提 出 期 限 年 月 日



様式第１０号（第１６条関係）

特定歴史公文書等の利用に係る意見書

年 月 日

徳島県知事 殿

住所

氏名

法人その他の団体にあっては、主たる事務所

の所在地及び名称並びに代表者の氏名

電話番号
（担当者氏名）

年 月 日付けで照会のありました特定歴史公文書等の利用に関する意見

については、次のとおりです。

資料番号 名称

照 会 の あ っ た

特 定 歴 史 公 文 書 等

利 用 決 定 に 対 す る

支 障 の 有 無
有 ・ 無

１ 特定歴史公文書等の利用により支障がある部分

利 用 に 関 す る 意 見
２ 特定歴史公文書等の利用により支障がある理由

備考

１ 「利用決定に対する支障の有無」の欄は、「有」又は「無」のいずれかを○で囲ん

でください。「有」の場合は、「利用に関する意見」の欄に記入してください。

２ 意見について欄が不足した場合は、裏面に記入してください。



様式第１１号（第１６条関係）

特定歴史公文書等の利用に係る意見書

年 月 日

徳島県知事 殿

移管元実施機関の長 印

担当者 所属名

職・氏名

電話番号

メールアドレス

年 月 日付けで照会のありました特定歴史公文書等の利用に関する意見

については、次のとおりです。

資料番号 名称

照 会 の あ っ た

特 定 歴 史 公 文 書 等

利 用 決 定 に 対 す る

意 見 の 有 無
有 ・ 無

１ 特定歴史公文書等の利用に関して意見がある部分

利 用 に 関 す る 意 見
２ 特定歴史公文書等の利用に関する意見の内容

備考

１ 「利用決定に対する意見の有無」の欄は、「有」又は「無」のいずれかを○で囲ん

でください。「有」の場合は、「利用に関する意見」の欄に記入してください。

２ 意見について欄が不足した場合は、裏面に記入してください。



様式第１２号（第１６条関係）

第三者情報に係る特定歴史公文書等利用決定通知書

第 号

年 月 日

様（殿）

徳島県知事 印

あなたに関する情報が記録されている特定歴史公文書等について、次のとおり利用に供

することと決定しましたので、徳島県公文書等の管理に関する条例第１９条第４項の規定

により通知します。

なお、利用に供する日前に審査請求又は訴えの提起がされない場合には、本件特定歴史

公文書等の利用手続を行うこととします。

資料番号 名称

利 用 決 定 を し た

特 定 歴 史 公 文 書 等

利 用 決 定 の 年 月 日 年 月 日

特 定 歴 史 公 文 書 等 に 記 録

さ れ て い る あ な た の 情 報

に 関 す る 利 用 決 定 の 内 容

利 用 決 定 を し た 理 由

利 用 に 供 す る 日 年 月 日

この決定に不服がある場合は、この決定があったことを知った日の翌日から起算して３

か月以内に徳島県知事に対して審査請求をすることができます。

また、この決定の取消しを求める訴えは、この決定があったことを知った日の翌日から

起算して６か月以内に徳島県を被告として（徳島県知事が被告の代表者となります。）提

起することができます。



様式第１３号（第２２条関係）

特定歴史公文書等の利用に係る裁決通知書

第 号

年 月 日

様（殿）

徳島県知事 印

あなたに関する情報が記録されている特定歴史公文書等について、次のとおり裁決によ

り利用に供することと決定しましたので、徳島県公文書等の管理に関する条例第２４条に

おいて準用する同条例第１９条第４項の規定により通知します。

なお、利用に供する日前に訴えの提起がされない場合には、本件特定歴史公文書等の利

用手続を行うこととします。

資料番号 名称

裁 決 に 係 る

特 定 歴 史 公 文 書 等

裁 決 の 年 月 日 年 月 日

特 定 歴 史 公 文 書 等 に 記 録

さ れ て い る あ な た の 情 報

に 関 す る 裁 決 の 内 容

裁 決 を し た 理 由

利 用 に 供 す る 日 年 月 日

この裁決の取消しを求める訴えは、この裁決があったことを知った日の翌日から起算し

て６か月以内に徳島県を被告として（徳島県知事が被告の代表者となります。）提起する

ことができます。



様式第１４号（第２６条関係）

移管元実施機関用特定歴史公文書等利用請求書

年 月 日

徳島県知事 殿

移管元実施機関の長 印

担当者 所属名

職・氏名

電話番号

メールアドレス

徳島県公文書等の管理に関する条例第１３条第１項及び第２６条の規定に基づき、次の

とおり特定歴史公文書等の利用を請求します。

資料番号 名称 利用の方法

□閲覧
□写しの交付

□閲覧
□写しの交付

利用請求に係る

特定歴史公文書等 □閲覧
□写しの交付

□閲覧
□写しの交付

□閲覧
□写しの交付

□用紙への複写又は出力（□Ａ４ □Ｂ４ □Ａ３）

文 書 （□白黒 □カラー）
写しの
作成の □電磁的記録媒体（ＣＤ－Ｒ又はＤＶＤ－Ｒ）への複写

方 法
電磁的 □用紙への出力（□Ａ４ □Ｂ４ □Ａ３）（□白黒 □カラー）
記 録 □電磁的記録媒体（ＣＤ－Ｒ又はＤＶＤ－Ｒ）への複写

写しの交付 □文書館において交付
の 方 法 □郵送等（送付先 ）

備考 「利用の方法」の欄で「写しの交付」を選択した場合は、「写しの作成の方法」及

び「写しの交付の方法」の欄に記入してください。



徳
島
県
規
則
第
四
十
一
号

道
路
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
五
年
十
月
十
七
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

道
路
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

道
路
法
施
行
細
則
（
昭
和
二
十
九
年
徳
島
県
規
則
第
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
七
条
中
「
道
路
法
施
行
条
例
」
を
「
条
例
」
に
改
め
る
。

第
八
条
を
第
九
条
と
し
、
第
七
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
高
架
の
道
路
の
路
面
下
に
設
け
る
施
設
）

第
八
条

条
例
別
表
令
第
七
条
第
九
号
に
掲
げ
る
施
設
の
項
の
規
則
で
定
め
る
も
の
は
、
県
道
徳
島
環
状

線
の
高
架
下
活
用
計
画
に
よ
り
広
場
の
用
途
に
供
さ
れ
る
施
設
と
す
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。



徳
島
県
規
則
第
四
十
二
号

徳
島
県
公
文
書
等
の
管
理
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
五
年
十
月
十
七
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

徳
島
県
公
文
書
等
の
管
理
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則

（
趣
旨
）

第
一
条

こ
の
規
則
は
、
別
に
定
め
る
も
の
を
除
く
ほ
か
、
徳
島
県
公
文
書
等
の
管
理
に
関
す
る
条
例
（

令
和
五
年
徳
島
県
条
例
第
十
七
号
。
以
下
「
条
例
」
と
い
う
。
）
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め

る
も
の
と
す
る
。

（
定
義
）

第
二
条

こ
の
規
則
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
は
、
条
例
で
使
用
す
る
用
語
の
例
に
よ
る
。

（
公
文
書
の
例
外
と
な
る
文
書
を
管
理
す
る
施
設
）

第
三
条

条
例
第
二
条
第
二
項
第
三
号
の
規
則
で
定
め
る
施
設
は
、
次
に
掲
げ
る
施
設
と
す
る
。

一

徳
島
県
立
文
学
書
道
館

二

徳
島
県
立
埋
蔵
文
化
財
総
合
セ
ン
タ
ー

三

徳
島
県
立
図
書
館

四

徳
島
県
立
博
物
館

五

徳
島
県
立
近
代
美
術
館

六

徳
島
県
立
文
書
館

七

徳
島
県
立
二
十
一
世
紀
館

八

徳
島
県
立
鳥
居
龍
蔵
記
念
博
物
館

（
公
文
書
フ
ァ
イ
ル
等
の
廃
棄
に
係
る
協
議
）

第
四
条

条
例
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
協
議
（
以
下
「
協
議
」
と
い
う
。
）
は
、
公
文
書
管
理
規

程
で
定
め
る
期
間
以
上
の
保
存
期
間
が
設
定
さ
れ
て
い
る
公
文
書
フ
ァ
イ
ル
等
に
つ
い
て
、
廃
棄
し
よ

う
と
す
る
日
の
九
十
日
以
上
前
ま
で
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

実
施
機
関
は
、
協
議
を
行
お
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
廃
棄
し
よ
う
と
す
る
公
文
書
フ
ァ

イ
ル
等
に
つ
い
て
記
載
さ
れ
た
公
文
書
フ
ァ
イ
ル
管
理
簿
を
知
事
に
送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

知
事
は
、
協
議
に
係
る
公
文
書
フ
ァ
イ
ル
等
が
歴
史
公
文
書
等
に
該
当
す
る
と
認
め
る
と
き
は
、
実

施
機
関
に
そ
の
旨
を
通
知
し
て
、
当
該
公
文
書
フ
ァ
イ
ル
等
を
文
書
館
に
移
管
す
る
よ
う
求
め
る
も
の

と
す
る
。

４

実
施
機
関
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
求
め
が
あ
っ
た
と
き
は
、
条
例
第
五
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る

保
存
期
間
が
満
了
し
た
と
き
の
措
置
の
定
め
を
変
更
す
る
と
と
も
に
、
当
該
公
文
書
フ
ァ
イ
ル
等
を
文

書
館
に
移
管
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５

知
事
は
、
協
議
に
係
る
公
文
書
フ
ァ
イ
ル
等
を
廃
棄
す
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、

実
施
機
関
に
そ
の
旨
を
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

（
意
見
の
付
与
の
方
法
）

第
五
条

条
例
第
八
条
第
四
項
又
は
第
三
十
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
意
見
の
付
与
は
、
特
定
歴
史
公
文

書
等
の
利
用
制
限
に
係
る
意
見
書
（
別
記
様
式
）
を
知
事
に
提
出
す
る
こ
と
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る

。（
管
理
状
況
の
報
告
の
内
容
等
）



第
六
条

条
例
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
公
文
書
の
管
理
の
状
況
の
報
告
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を

知
事
に
報
告
す
る
こ
と
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

一

公
文
書
フ
ァ
イ
ル
等
の
作
成
等
の
状
況

二

保
存
期
間
が
満
了
し
た
公
文
書
フ
ァ
イ
ル
等
の
移
管
及
び
廃
棄
の
状
況

三

研
修
の
実
施
状
況

四

公
文
書
フ
ァ
イ
ル
等
の
被
災
、
紛
失
等
の
状
況

２

条
例
第
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
公
表
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
そ
の
他
の
適
切
な
方
法
に

よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

（
文
書
の
適
正
な
管
理
に
関
し
努
力
義
務
を
負
う
出
資
法
人
）

第
七
条

条
例
第
三
十
一
条
の
規
則
で
定
め
る
法
人
は
、
県
が
資
本
金
、
基
本
金
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず

る
も
の
の
四
分
の
一
以
上
を
出
資
し
て
い
る
法
人
と
す
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
徳
島
県
公
文
書
管
理
規
則
の
廃
止
）

２

徳
島
県
公
文
書
管
理
規
則
（
平
成
十
三
年
徳
島
県
規
則
第
七
十
三
号
）
は
、
廃
止
す
る
。

（
徳
島
県
公
文
書
管
理
規
則
の
廃
止
に
伴
う
経
過
措
置
）

３

こ
の
規
則
の
施
行
の
日
前
に
作
成
し
、
又
は
取
得
し
た
公
文
書
の
管
理
（
管
理
体
制
を
除
く
。
）
に

つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。



別記様式（第５条関係）

特定歴史公文書等の利用制限に係る意見書

年 月 日

実 施 機 関 名

作 成 年 度

公文書ファイル等又は刑事

訴訟に関する書類の名称

利 用 制 限 該 当 箇 所 条 例 該 当 条 項 該 当 す る 理 由

文書館記入欄

備考

１ 「利用制限該当箇所」欄は、特定歴史公文書等の利用制限を行う必要がある箇所

が特定できるよう具体的に記載すること。

２ 「条例該当条項」欄は、徳島県公文書等の管理に関する条例の特定歴史公文書等

の利用制限を行う事由が規定されている条項を記載すること。

３ 「該当する理由」欄は、特定歴史公文書等の利用制限を行う必要がある理由を具

体的に記載すること。



徳
島
県
規
則
第
四
十
三
号

徳
島
県
収
入
証
紙
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
五
年
十
月
十
七
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

徳
島
県
収
入
証
紙
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

徳
島
県
収
入
証
紙
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
徳
島
県
規
則
第
二
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
徳
島
県
保
健
福
祉
関
係
手
数
料
条
例
（
平
成
十
二
年
徳
島
県
条
例
第
十
一
号
）
の
項
第
三
十

九
号
か
ら
第
四
十
七
号
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

三
十
九
か
ら
四
十
七
ま
で

削
除

別
表
第
一
徳
島
県
未
来
創
生
文
化
関
係
手
数
料
条
例
（
平
成
十
二
年
徳
島
県
条
例
第
二
十
四
号
）
の
項

第
百
四
号
か
ら
第
二
百
四
十
九
号
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

百
四

受
胎
調
節
実
地
指
導
員
指
定
証
交
付
手
数
料

百
五

受
胎
調
節
実
地
指
導
員
標
識
交
付
手
数
料

百
六

受
胎
調
節
実
地
指
導
員
指
定
証
訂
正
手
数
料

百
七

受
胎
調
節
実
地
指
導
員
指
定
証
再
交
付
手
数
料

百
八

受
胎
調
節
実
地
指
導
員
標
識
再
交
付
手
数
料

百
九
か
ら
二
百
四
十
九
ま
で

削
除

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。



徳
島
県
訓
令
第
十
一
号

庁

中

一

般

東

部

各

局

各

セ

ン

タ

ー

等

各

総

合

県

民

局

徳
島
県
公
文
書
管
理
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
五
年
十
月
十
七
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

徳
島
県
公
文
書
管
理
規
程

徳
島
県
文
書
規
程
（
平
成
十
三
年
徳
島
県
訓
令
第
十
三
号
）
の
全
部
を
改
正
す
る
。

目
次第

一
章

総
則
（
第
一
条
―
第
六
条
）

第
二
章

課
等
に
お
け
る
公
文
書
の
管
理

第
一
節

公
文
書
の
収
受
等
（
第
七
条
―
第
十
条
）

第
二
節

文
書
の
作
成
等
（
第
十
一
条
―
第
二
十
一
条
）

第
三
節

公
文
書
の
施
行
（
第
二
十
二
条
―
第
二
十
六
条
）

第
四
節

公
文
書
の
整
理
、
保
存
及
び
移
管
又
は
廃
棄
（
第
二
十
七
条
―
第
三
十
六
条
）

第
五
節

管
理
状
況
の
報
告
等
（
第
三
十
七
条
―
第
三
十
九
条
）

第
三
章

本
部
等
に
お
け
る
公
文
書
の
管
理

第
一
節

公
文
書
の
収
受
等
（
第
四
十
条
―
第
四
十
二
条
）

第
二
節

文
書
の
作
成
等
（
第
四
十
三
条
・
第
四
十
四
条
）

第
三
節

公
文
書
の
施
行
（
第
四
十
五
条
）

第
四
節

公
文
書
の
整
理
、
保
存
及
び
移
管
又
は
廃
棄
（
第
四
十
六
条
）

第
五
節

管
理
状
況
の
報
告
等
（
第
四
十
七
条
）

第
四
章

雑
則
（
第
四
十
八
条
―
第
五
十
条
）

附
則

第
一
章

総
則

（
趣
旨
）

第
一
条

こ
の
規
程
は
、
徳
島
県
公
文
書
等
の
管
理
に
関
す
る
条
例
（
令
和
五
年
徳
島
県
条
例
第
十
七
号

。
以
下
「
条
例
」
と
い
う
。
）
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
文
書
の
管
理
に
関
し
必
要
な

事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
定
義
）

第
二
条

こ
の
規
程
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
る
。

一

課

徳
島
県
行
政
組
織
規
則
（
昭
和
四
十
二
年
徳
島
県
規
則
第
十
五
号
）
第
五
条
第
二
項
及
び
第

六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
課
、
徳
島
県
産
業
人
材
育
成
セ
ン
タ
ー
並
び
に
徳
島
県
立
農
林
水
産
総
合

技
術
支
援
セ
ン
タ
ー
（
当
該
セ
ン
タ
ー
の
所
長
が
同
規
則
第
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
課
長
と
同

等
の
権
限
を
行
使
す
る
場
合
に
限
る
。
以
下
同
じ
。
）
を
い
う
。

二

課
等

課
及
び
徳
島
県
行
政
組
織
規
則
第
七
条
に
規
定
す
る
課
内
室
を
い
う
。

三

本
部

徳
島
県
行
政
組
織
規
則
第
九
条
第
一
項
及
び
第
二
項
に
規
定
す
る
本
部
を
い
う
。



四

東
部
各
局

徳
島
県
行
政
組
織
規
則
第
四
条
第
二
号
に
規
定
す
る
東
部
各
局
を
い
う
。

五

セ
ン
タ
ー
等

徳
島
県
行
政
組
織
規
則
第
四
条
第
三
号
に
規
定
す
る
セ
ン
タ
ー
等
（
第
一
号
に
該

当
す
る
も
の
を
除
く
。
）
を
い
う
。

六

総
合
県
民
局

徳
島
県
行
政
組
織
規
則
第
四
条
第
四
号
に
規
定
す
る
総
合
県
民
局
を
い
う
。

七

本
部
等

本
部
、
東
部
各
局
、
セ
ン
タ
ー
等
及
び
総
合
県
民
局
を
い
う
。

八

公
文
書

条
例
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
公
文
書
の
う
ち
、
知
事
の
事
務
部
局
の
職
員
が
職
務

上
作
成
し
、
又
は
取
得
し
た
も
の
を
い
う
。

九

電
子
文
書

公
文
書
の
う
ち
電
磁
的
記
録
（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ

っ
て
は
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
た
記
録
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
で
あ
る
も
の

を
い
う
。

十

紙
文
書

公
文
書
の
う
ち
電
子
文
書
以
外
の
も
の
を
い
う
。

十
一

電
子
決
裁
・
文
書
管
理
シ
ス
テ
ム

電
子
計
算
機
を
利
用
し
て
公
文
書
の
立
案
、
決
裁
、
保
存

、
廃
棄
そ
の
他
公
文
書
の
管
理
に
関
す
る
事
務
の
処
理
を
行
う
シ
ス
テ
ム
を
い
う
。

十
二

電
子
決
裁

電
子
決
裁
・
文
書
管
理
シ
ス
テ
ム
の
機
能
を
利
用
し
て
電
子
的
方
法
に
よ
り
行
わ

れ
る
電
子
文
書
の
決
裁
を
い
う
。

２

前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
規
程
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
は
、
条
例
に
お
い
て
使
用
す
る

用
語
の
例
に
よ
る
。

（
公
文
書
の
管
理
体
制
）

第
三
条

監
察
局
法
制
文
書
課
長
（
以
下
「
法
制
文
書
課
長
」
と
い
う
。
）
は
、
公
文
書
の
管
理
に
関
す

る
事
務
を
総
括
す
る
。

２

所
属
（
課
等
及
び
本
部
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
長
（
以
下
「
所
属
長
」
と
い
う
。
）
は
、
当

該
所
属
に
お
け
る
公
文
書
の
管
理
に
関
す
る
事
務
を
総
括
す
る
。

（
公
文
書
取
扱
責
任
者
及
び
公
文
書
整
理
担
当
者
）

第
四
条

所
属
に
、
公
文
書
取
扱
責
任
者
（
以
下
「
責
任
者
」
と
い
う
。
）
及
び
公
文
書
整
理
担
当
者
（

以
下
「
担
当
者
」
と
い
う
。
）
を
置
く
。

２

課
等
の
責
任
者
は
課
の
副
課
長
を
も
っ
て
充
て
、
課
等
の
担
当
者
は
当
該
課
等
の
長
の
指
定
す
る
者

と
す
る
。

３

本
部
等
の
責
任
者
及
び
担
当
者
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
本
部
等
の
長
が
指
名
す
る
者
と
す
る
。

４

責
任
者
は
、
所
属
長
の
命
を
受
け
て
、
所
属
に
お
け
る
次
に
掲
げ
る
事
務
を
処
理
す
る
。

一

公
文
書
の
審
査
に
関
す
る
こ
と
。

二

公
文
書
の
処
理
の
促
進
及
び
改
善
に
関
す
る
こ
と
。

三

公
文
書
の
整
理
、
保
存
及
び
移
管
又
は
廃
棄
に
関
す
る
こ
と
。

四

公
文
書
フ
ァ
イ
ル
管
理
簿
の
作
成
に
関
す
る
こ
と
。

五

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
公
文
書
の
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

５

担
当
者
は
、
責
任
者
の
指
示
を
受
け
て
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
事
務
を
補
助
す
る
。

（
職
員
の
責
務
）

第
五
条

職
員
は
、
条
例
の
趣
旨
に
の
っ
と
り
、
所
属
長
の
指
示
に
従
い
、
公
文
書
に
係
る
事
務
を
迅
速

か
つ
適
正
に
処
理
す
る
と
と
も
に
、
公
文
書
を
適
正
に
管
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
公
文
書
の
記
号
、
番
号
等
）

第
六
条

条
例
、
規
則
、
告
示
、
訓
令
、
達
及
び
指
令
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
「
徳
島
県
条
例
」
、
「
徳
島



県
規
則
」
、
「
徳
島
県
告
示
」
、
「
徳
島
県
訓
令
」
、
「
徳
島
県
達
」
及
び
「
徳
島
県
指
令
」
と
付
す

る
も
の
と
す
る
。

２

次
の
各
号
に
掲
げ
る
公
文
書
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
記
号
を
付
す

る
も
の
と
す
る
。

一

達
及
び
指
令

そ
れ
ぞ
れ
「
徳
島
県
達
」
及
び
「
徳
島
県
指
令
」
の
次
に
、
課
等
（
徳
島
県
産
業

人
材
育
成
セ
ン
タ
ー
及
び
徳
島
県
立
農
林
水
産
総
合
技
術
支
援
セ
ン
タ
ー
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に

お
い
て
同
じ
。
）
に
お
け
る
達
及
び
指
令
に
つ
い
て
は
次
号
に
規
定
す
る
記
号
を
、
本
部
、
東
部
各

局
、
セ
ン
タ
ー
等
（
徳
島
県
産
業
人
材
育
成
セ
ン
タ
ー
及
び
徳
島
県
立
農
林
水
産
総
合
技
術
支
援
セ

ン
タ
ー
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
総
合
県
民
局
に
お
け
る
達
及
び
指
令
に
つ

い
て
は
第
三
号
に
規
定
す
る
記
号
を
付
す
る
こ
と
。

二

課
等
に
お
い
て
課
等
の
名
又
は
課
等
の
長
の
名
以
上
で
発
す
る
公
文
書
（
前
項
に
規
定
す
る
公
文

書
を
除
く
。
）

別
に
例
式
が
あ
る
も
の
を
除
き
、
課
等
の
名
の
頭
字
を
付
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、

課
等
の
名
の
頭
字
の
同
じ
課
等
が
二
以
上
あ
る
と
き
は
課
等
の
名
の
頭
二
字
を
、
課
等
の
名
の
頭
二

字
の
同
じ
課
等
が
二
以
上
あ
る
と
き
は
課
等
の
名
の
頭
字
と
課
等
の
名
の
う
ち
法
制
文
書
課
長
が
指

定
す
る
他
の
一
字
を
合
わ
せ
た
も
の
を
付
す
る
こ
と
。

三

本
部
、
東
部
各
局
、
セ
ン
タ
ー
等
又
は
総
合
県
民
局
に
お
い
て
本
部
名
若
し
く
は
本
部
長
名
、
東

部
各
局
の
名
若
し
く
は
東
部
各
局
の
長
の
名
、
セ
ン
タ
ー
等
の
名
若
し
く
は
セ
ン
タ
ー
等
の
長
の
名

又
は
総
合
県
民
局
名
若
し
く
は
総
合
県
民
局
長
名
以
上
で
発
す
る
公
文
書
（
第
一
号
に
掲
げ
る
公
文

書
を
除
く
。
）

別
に
例
式
が
あ
る
も
の
を
除
き
、
別
表
第
一
に
定
め
る
記
号
を
付
す
る
こ
と
。

３

前
項
第
二
号
又
は
第
三
号
に
掲
げ
る
公
文
書
の
う
ち
、
秘
密
に
属
す
る
公
文
書
に
は
、
同
項
第
二
号

又
は
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
付
さ
れ
た
記
号
の
次
に
「
秘
」
と
付
す
る
も
の
と
す
る
。

４

次
の
各
号
に
掲
げ
る
公
文
書
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
番
号
を
付
す

る
も
の
と
す
る
。

一

条
例
、
規
則
、
告
示
及
び
訓
令

そ
の
種
類
ご
と
に
暦
年
に
よ
る
一
連
番
号
を
付
す
る
こ
と
。

二

第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
公
文
書

課
等
、
本
部
、
東
部
各
局
、
セ
ン
タ
ー
等
又
は
総
合
県
民
局
の

長
が
別
に
定
め
る
も
の
を
除
き
、
電
子
決
裁
・
文
書
管
理
シ
ス
テ
ム
に
よ
り
、
課
等
、
本
部
、
東
部

各
局
、
セ
ン
タ
ー
等
又
は
総
合
県
民
局
ご
と
に
年
度
に
よ
る
一
連
番
号
を
付
す
る
こ
と
。

５

前
項
第
二
号
に
掲
げ
る
公
文
書
に
つ
い
て
、
電
子
決
裁
・
文
書
管
理
シ
ス
テ
ム
に
よ
り
番
号
を
付
す

る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
場
合
は
、
当
該
公
文
書
に
つ
い
て
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
各

号
に
掲
げ
る
公
文
書
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
番
号
を
付
す

る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
課
等
、
本
部
、
東
部
各
局
、
セ
ン
タ
ー
等
又
は
総
合
県
民
局
の
長
が
別
に

定
め
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一

達

達
番
号
簿
（
様
式
第
一
号
）
に
よ
り
、
課
等
、
本
部
、
東
部
各
局
、
セ
ン
タ
ー
等
又
は
総
合

県
民
局
ご
と
に
年
度
に
よ
る
一
連
番
号
を
付
す
る
こ
と
。

二

達
以
外
の
公
文
書

文
書
発
送
番
号
簿
（
様
式
第
二
号
）
に
よ
り
、
課
等
、
本
部
、
東
部
各
局
、

セ
ン
タ
ー
等
又
は
総
合
県
民
局
ご
と
に
年
度
に
よ
る
一
連
番
号
を
付
す
る
こ
と
。

６

第
二
項
及
び
前
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
記
号
若
し
く
は
番
号
を
付
す
る
こ
と
が
適
当
で
な
い

と
認
め
ら
れ
る
公
文
書
又
は
軽
易
な
公
文
書
に
は
、
こ
れ
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
二
章

課
等
に
お
け
る
公
文
書
の
管
理

第
一
節

公
文
書
の
収
受
等



（
紙
文
書
の
受
領
及
び
配
布
等
の
手
続
）

第
七
条

万
代
庁
舎
（
徳
島
県
庁
舎
等
管
理
規
則
（
昭
和
四
十
五
年
徳
島
県
規
則
第
二
十
二
号
）
第
二
条

第
一
号
に
規
定
す
る
万
代
庁
舎
を
い
う
。
）
に
到
着
し
た
紙
文
書
（
課
等
に
直
接
到
着
し
た
も
の
を
除

く
。
）
は
、
監
察
局
法
制
文
書
課
（
以
下
「
法
制
文
書
課
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
受
領
し
、
次
に
定

め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
処
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

開
封
し
な
い
で
、
主
務
課
等
（
主
務
課
そ
の
他
当
該
公
文
書
を
処
理
す
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
と

認
め
ら
れ
る
課
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
配
布
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
開
封
し
な
け
れ
ば
主
務

課
等
の
明
ら
か
で
な
い
も
の
は
、
開
封
す
る
こ
と
。

二

開
封
し
た
紙
文
書
の
う
ち
、
法
制
文
書
課
長
が
別
に
定
め
る
も
の
は
、
そ
の
余
白
に
県
収
受
印
（

様
式
第
三
号
）
を
押
印
し
、
主
務
課
等
に
配
布
す
る
こ
と
。

三

配
達
証
明
郵
便
、
特
別
送
達
郵
便
そ
の
他
の
書
留
郵
便
及
び
電
報
は
、
特
殊
文
書
配
布
簿
（
様
式

第
四
号
）
に
記
録
す
る
こ
と
。

四

収
受
の
日
時
が
権
利
の
得
喪
、
変
更
等
に
関
係
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
紙
文
書
は
、
受
領
時
刻
を

記
入
す
る
こ
と
。

（
郵
便
料
金
の
未
納
又
は
不
足
の
紙
文
書
）

第
八
条

郵
便
料
金
の
未
納
又
は
不
足
の
紙
文
書
が
到
着
し
た
場
合
は
、
発
信
者
が
官
公
署
で
あ
る
と
き

そ
の
他
受
領
す
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
に
限
り
、
そ
の
未
納
又
は
不
足
の
料
金
を

納
付
し
て
受
領
す
る
も
の
と
す
る
。

（
配
布
紙
文
書
等
の
収
受
等
）

第
九
条

第
七
条
第
一
号
又
は
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
配
布
さ
れ
た
紙
文
書
及
び
課
等
に
直
接
到
着
し
た

紙
文
書
の
う
ち
、
当
該
課
等
の
分
掌
に
属
さ
な
い
も
の
は
、
直
ち
に
主
務
課
等
に
回
付
し
、
又
は
法
制

文
書
課
に
返
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

第
七
条
第
一
号
又
は
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
配
布
さ
れ
た
紙
文
書
及
び
課
等
に
直
接
到
着
し
た
紙
文

書
（
前
項
の
規
定
に
よ
り
回
付
し
、
又
は
返
付
し
た
も
の
を
除
く
。
）
並
び
に
前
項
の
規
定
に
よ
り
回

付
さ
れ
た
紙
文
書
は
、
同
号
の
規
定
に
よ
り
県
収
受
印
が
押
印
さ
れ
た
も
の
及
び
軽
易
な
も
の
を
除
き

、
主
務
課
等
の
収
受
印
を
押
印
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

前
項
の
紙
文
書
は
、
定
例
的
又
は
軽
易
な
も
の
を
除
き
、
直
ち
に
課
等
の
長
そ
の
他
上
位
の
職
に
あ

る
者
の
閲
覧
に
供
し
、
そ
の
指
示
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
電
子
文
書
の
収
受
等
）

第
十
条

電
子
文
書
は
、
電
子
メ
ー
ル
（
県
庁
総
合
サ
ー
ビ
ス
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
上
の
グ
ル
ー
プ
ウ
ェ
ア
の

メ
ー
ル
機
能
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
よ
る
送
信
そ
の
他
の
電
気
通
信
回
線
を
用
い
る
方
法
に
よ
り

送
付
さ
れ
る
電
磁
的
記
録
を
受
信
し
、
又
は
記
録
媒
体
を
受
け
取
る
こ
と
に
よ
り
、
課
等
に
お
い
て
受

領
す
る
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
受
領
し
た
電
子
文
書
の
う
ち
、
当
該
課
等
の
分
掌
に
属
さ
な
い
も
の
は
、
直
ち

に
主
務
課
等
に
転
送
し
、
又
は
記
録
媒
体
を
回
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
受
領
し
た
電
子
文
書
（
前
項
の
規
定
に
よ
り
転
送
し
、
又
は
記
録
媒
体
を
回

付
し
た
も
の
を
除
く
。
）
及
び
前
項
の
規
定
に
よ
り
転
送
さ
れ
、
又
は
記
録
媒
体
を
回
付
さ
れ
た
電
子

文
書
は
、
軽
易
な
も
の
を
除
き
、
そ
の
フ
ァ
イ
ル
名
に
収
受
し
た
日
を
追
記
し
、
又
は
記
録
媒
体
に
収

受
し
た
日
を
物
理
的
方
法
に
よ
り
記
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

前
条
第
三
項
の
規
定
は
、
前
項
の
電
子
文
書
に
つ
い
て
準
用
す
る
。



第
二
節

文
書
の
作
成
等

（
文
書
主
義
の
原
則
）

第
十
一
条

職
員
は
、
課
等
の
長
の
指
示
に
従
い
、
条
例
第
四
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
条
例
第
一
条
の
目

的
の
達
成
に
資
す
る
た
め
、
経
緯
も
含
め
た
意
思
決
定
に
至
る
過
程
並
び
に
事
務
及
び
事
業
の
実
績
を

合
理
的
に
跡
付
け
、
又
は
検
証
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
処
理
に
係
る
事
案
が
軽
微
な
も
の
で
あ
る

場
合
を
除
き
、
文
書
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
公
文
書
の
立
案
）

第
十
二
条

公
文
書
の
立
案
は
、
電
子
決
裁
・
文
書
管
理
シ
ス
テ
ム
に
公
文
書
の
件
名
、
立
案
日
、
分
類

記
号
、
保
存
期
間
、
保
存
期
間
の
満
了
す
る
日
、
保
存
期
間
が
満
了
し
た
と
き
の
措
置
、
立
案
者
名
、

文
案
、
事
案
の
処
理
に
必
要
な
書
類
等
（
以
下
「
文
書
件
名
等
」
と
い
う
。
）
を
登
録
す
る
方
法
に
よ

り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
事
案
の
処
理
に
必
要
な
書
類
に
つ
い
て
は
、
当
該
書
類
が
大

量
で
あ
る
等
の
理
由
に
よ
り
電
子
決
裁
・
文
書
管
理
シ
ス
テ
ム
に
登
録
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
主

務
課
等
の
長
が
認
め
る
場
合
は
、
登
録
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
登
録

す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
書
類
（
第
十
七
条
第
四
項
に
お
い
て
「
登
録
が
困
難
な
書
類

」
と
い
う
。
）
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
回
議
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
に
掲
げ
る
事
案
に
係
る
立
案
は
、
電
子
決
裁
・
文
書
管
理
シ
ス
テ

ム
に
文
書
件
名
等
（
文
案
及
び
事
案
の
処
理
に
必
要
な
書
類
を
除
く
。
）
を
登
録
す
る
方
法
に
よ
り
作

成
し
た
立
案
用
紙
（
様
式
第
五
号
）
に
よ
っ
て
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

秘
密
に
属
す
る
事
案
で
あ
る
等
の
理
由
に
よ
り
電
子
決
裁
・
文
書
管
理
シ
ス
テ
ム
に
文
案
を
登
録

す
る
こ
と
が
適
当
で
な
い
と
主
務
課
等
の
長
が
認
め
る
事
案

二

電
子
決
裁
・
文
書
管
理
シ
ス
テ
ム
以
外
の
専
用
シ
ス
テ
ム
（
電
子
計
算
機
を
利
用
し
て
特
定
の
事

案
の
処
理
を
行
う
シ
ス
テ
ム
を
い
う
。
）
を
利
用
し
て
文
案
を
作
成
す
る
た
め
、
電
子
決
裁
・
文
書

管
理
シ
ス
テ
ム
に
文
案
を
登
録
す
る
こ
と
が
事
務
の
効
率
性
を
著
し
く
損
な
う
お
そ
れ
が
あ
る
と
主

務
課
等
の
長
が
認
め
る
事
案

三

前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
前
項
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
り
立
案
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る

も
の
と
し
て
、
法
制
文
書
課
長
が
別
に
定
め
る
事
案

３

前
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
に
掲
げ
る
事
案
に
係
る
立
案
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め

る
方
法
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

一

規
則
そ
の
他
の
規
程
（
こ
の
規
程
を
除
く
。
）
で
立
案
の
様
式
を
定
め
て
い
る
事
案

当
該
様
式

を
用
い
る
方
法

二

前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
軽
易
な
事
案
そ
の
他
の
法
制
文
書
課
長
が
別
に
定
め
る
事
案

法

制
文
書
課
長
が
別
に
定
め
る
方
法

（
条
例
等
に
係
る
予
備
審
査
）

第
十
三
条

条
例
、
規
則
又
は
訓
令
の
立
案
に
当
た
っ
て
は
、
法
制
文
書
課
長
又
は
そ
の
指
定
す
る
者
の

予
備
審
査
を
受
け
、
こ
れ
に
基
づ
い
て
立
案
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
公
文
書
の
発
信
者
名
）

第
十
四
条

庁
外
に
発
す
る
公
文
書
の
発
信
者
名
は
、
知
事
名
を
用
い
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
事
案

の
性
質
又
は
内
容
に
よ
り
、
部
長
名
、
課
長
名
等
を
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
例
文
登
録
）

第
十
五
条

主
務
課
等
の
長
は
、
県
名
、
知
事
名
又
は
副
知
事
名
で
発
す
る
公
文
書
の
う
ち
、
常
例
の
文



案
（
以
下
「
例
文
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
法
制
文
書
課
長
の
審
査
を
受
け
、
例
文
登
録
台
帳
に

、
そ
の
登
録
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
立
案
上
の
留
意
点
）

第
十
六
条

公
文
書
の
立
案
は
、
次
に
掲
げ
る
要
領
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

一

立
案
は
、
明
確
か
つ
平
易
に
表
現
す
る
こ
と
。

二

公
文
書
の
書
き
方
は
、
左
横
書
き
と
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
条
例
、
規
則
、
告
示
、
訓
令
そ
の
他

縦
書
き
を
通
例
と
す
る
も
の
を
除
く
。

三

用
字
及
び
用
語
は
、
常
用
漢
字
表
（
平
成
二
十
二
年
内
閣
告
示
第
二
号
）
、
現
代
仮
名
遣
い
（
昭

和
六
十
一
年
内
閣
告
示
第
一
号
）
及
び
送
り
仮
名
の
付
け
方
（
昭
和
四
十
八
年
内
閣
告
示
第
二
号
）

に
よ
る
こ
と
。

四

例
文
の
あ
る
も
の
は
、
こ
れ
に
よ
る
こ
と
。

五

重
要
な
も
の
又
は
異
例
な
も
の
に
つ
い
て
立
案
の
趣
旨
を
説
明
す
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る

場
合
は
、
処
理
案
の
前
に
そ
の
趣
旨
を
簡
明
に
登
録
し
、
又
は
記
述
す
る
と
と
も
に
、
関
係
法
規
そ

の
他
参
考
と
な
る
事
項
を
登
録
し
、
又
は
付
記
し
、
関
係
書
類
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
添
付
す
る

こ
と
。

六

第
十
二
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
立
案
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
立
案
の
内
容
に
個

人
に
関
す
る
情
報
が
含
ま
れ
て
い
る
と
き
そ
の
他
の
当
該
立
案
に
係
る
電
子
文
書
及
び
同
条
第
一
項

又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
登
録
さ
れ
た
文
書
件
名
等
の
閲
覧
の
制
限
を
行
う
必
要
が
あ
る
と
き
は

、
電
子
決
裁
・
文
書
管
理
シ
ス
テ
ム
の
所
定
の
欄
に
そ
の
旨
を
登
録
す
る
こ
と
。

七

第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
立
案
の
場
合
に
お
い
て
、
同
一
事
案
で
立
案
を
重
ね
る
も
の
は

、
適
宜
、
当
該
事
案
に
つ
い
て
そ
れ
ま
で
に
行
わ
れ
た
立
案
に
係
る
書
類
を
電
子
決
裁
・
文
書
管
理

シ
ス
テ
ム
に
お
い
て
閲
覧
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
し
、
又
は
次
条
第
四
項
の
規
定
の
例
に
よ
り

回
議
す
る
こ
と
。

八

第
十
二
条
第
二
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
立
案
の
場
合
に
お
い
て
、
同
一
事
案
で
立
案
を
重

ね
る
も
の
は
、
適
宜
、
当
該
事
案
に
つ
い
て
そ
れ
ま
で
に
行
わ
れ
た
立
案
に
係
る
書
類
を
添
付
す
る

こ
と
。

九

第
十
二
条
第
一
項
後
段
の
規
定
に
よ
り
回
議
す
る
書
類
及
び
同
条
第
二
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に

よ
る
立
案
の
場
合
に
お
け
る
書
類
の
整
備
は
、
次
に
よ
る
こ
と
。

イ

左
方
及
び
下
方
を
そ
ろ
え
る
こ
と
。

ロ

添
付
書
類
等
で
特
に
小
さ
い
も
の
は
、
立
案
用
紙
大
の
用
紙
の
中
央
部
に
貼
る
こ
と
。

十

第
十
二
条
第
一
項
後
段
の
規
定
に
よ
る
回
議
及
び
同
条
第
二
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
立
案

の
場
合
に
お
い
て
、
金
額
そ
の
他
重
要
部
分
の
字
句
を
訂
正
し
た
と
き
は
、
そ
の
箇
所
に
立
案
者
の

印
を
押
す
こ
と
。

（
回
議
）

第
十
七
条

立
案
文
書
は
、
原
則
と
し
て
、
下
位
の
職
に
あ
る
者
か
ら
上
位
の
職
に
あ
る
者
に
順
次
回
議

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
担
当
リ
ー
ダ
ー
以
外
の
担
当
に
属
す
る
職
員
の
回
議
の
順
序
に
つ

い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
他
の
所
属
又
は
実
施
機
関
に
回
議
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
に
つ
い
て

は
、
主
務
課
等
に
お
け
る
回
議
を
経
た
後
、
他
の
所
属
又
は
実
施
機
関
に
回
議
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。



３

前
二
項
の
規
定
に
よ
り
立
案
文
書
を
回
議
す
る
と
き
は
、
電
子
決
裁
・
文
書
管
理
シ
ス
テ
ム
を
利
用

し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
第
十
二
条
第
二
項
又
は
第
三
項
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
り

立
案
す
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

４

前
項
本
文
の
場
合
に
お
い
て
、
登
録
が
困
難
な
書
類
が
あ
る
と
き
は
、
同
項
本
文
の
規
定
に
か
か
わ

ら
ず
、
法
制
文
書
課
長
が
別
に
定
め
る
方
法
に
よ
り
、
当
該
登
録
が
困
難
な
書
類
を
回
議
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

５

至
急
処
理
を
要
す
る
立
案
文
書
を
回
議
す
る
と
き
は
、
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
立
案
に
係

る
立
案
文
書
に
あ
っ
て
は
電
子
決
裁
・
文
書
管
理
シ
ス
テ
ム
の
所
定
の
欄
に
そ
の
旨
を
登
録
し
、
同
条

第
二
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
立
案
に
係
る
立
案
文
書
に
あ
っ
て
は
当
該
立
案
文
書
の
左
上
欄
に

そ
の
旨
を
記
入
し
た
付
箋
を
貼
り
付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６

第
十
二
条
第
二
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
立
案
に
係
る
立
案
文
書
の
う
ち
、
即
時
処
理
を
要
す

る
立
案
文
書
、
説
明
を
要
す
る
立
案
文
書
又
は
特
に
重
要
な
立
案
文
書
は
、
立
案
者
又
は
課
等
の
長
の

指
定
す
る
者
が
自
ら
持
ち
回
っ
て
、
回
議
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

７

第
十
二
条
第
二
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
立
案
に
係
る
立
案
文
書
の
う
ち
秘
密
に
属
す
る
立
案

文
書
は
、
袋
に
入
れ
て
回
議
し
、
そ
の
取
扱
い
に
特
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
回
議
文
書
の
処
理
）

第
十
八
条

回
議
を
受
け
た
立
案
文
書
は
、
遅
滞
な
く
処
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
立
案
文
書
に
つ
い
て
異
議
が
あ
る
場
合
は
、
立
案
者
と
協
議
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ

し
、
立
案
者
が
不
在
の
場
合
又
は
異
議
に
係
る
事
項
が
軽
微
で
あ
る
場
合
は
、
第
十
二
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
る
立
案
に
係
る
立
案
文
書
に
あ
っ
て
は
電
子
決
裁
・
文
書
管
理
シ
ス
テ
ム
の
所
定
の
欄
に
意
見

を
登
録
し
、
同
条
第
二
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
立
案
に
係
る
立
案
文
書
に
あ
っ
て
は
付
箋
に
意

見
を
記
述
し
て
、
当
該
立
案
文
書
の
欄
外
に
貼
り
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
重
大
な
修
正
が
あ
っ
た
場
合
等
の
通
知
）

第
十
九
条

回
議
の
結
果
、
立
案
文
書
の
内
容
に
つ
い
て
重
大
な
修
正
が
行
わ
れ
た
場
合
又
は
廃
案
と
な

っ
た
場
合
は
、
回
議
し
た
者
に
そ
の
旨
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
条
例
等
の
回
議
）

第
二
十
条

条
例
、
規
則
又
は
訓
令
の
制
定
又
は
改
廃
に
係
る
立
案
文
書
に
つ
い
て
は
、
第
十
七
条
第
一

項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
回
議
を
経
た
後
、
法
制
文
書
課
長
及
び
監
察
局
長
（
訓
令
の
軽
易
な
改

正
に
あ
っ
て
は
、
法
制
文
書
課
長
）
へ
回
議
し
、
そ
の
審
査
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

告
示
に
係
る
立
案
文
書
（
登
録
例
文
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
第
十
七
条
第
一
項
及

び
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
回
議
を
経
た
後
、
法
制
文
書
課
長
（
特
に
重
要
な
告
示
に
あ
っ
て
は
、
法
制

文
書
課
長
及
び
監
察
局
長
）
へ
回
議
し
、
そ
の
審
査
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
決
裁
日
の
登
録
等
）

第
二
十
一
条

決
裁
さ
れ
た
立
案
文
書
に
は
、
立
案
者
に
お
い
て
、
決
裁
日
を
登
録
し
、
又
は
記
入
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
節

公
文
書
の
施
行

（
審
査
）

第
二
十
二
条

県
名
、
知
事
名
又
は
副
知
事
名
で
発
す
る
施
行
文
書
に
つ
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
を

除
き
、
法
制
文
書
課
の
審
査
担
当
者
の
審
査
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

第
二
十
条
の
規
定
に
よ
る
審
査
を
受
け
た
も
の



二

登
録
例
文
（
告
示
を
除
く
。
）

三

そ
の
他
法
制
文
書
課
長
が
別
に
定
め
る
も
の

（
番
号
及
び
日
付
の
登
録
等
）

第
二
十
三
条

施
行
文
書
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
課
等
に
お
い

て
、
第
六
条
第
四
項
及
び
第
五
項
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
番
号
を
登
録
し
、
又
は
記
入
す
る
と
と
も

に
、
日
付
を
登
録
し
、
又
は
記
入
す
る
も
の
と
す
る
。

一

条
例
、
規
則
、
告
示
及
び
訓
令

法
制
文
書
課

二

そ
の
他
課
等
の
名
又
は
課
等
の
長
の
名
以
上
で
発
す
る
公
文
書

主
務
課
等

（
公
文
書
の
浄
書
及
び
照
合
）

第
二
十
四
条

施
行
文
書
の
浄
書
及
び
照
合
は
、
立
案
者
に
お
い
て
行
う
も
の
と
す
る
。

（
公
印
の
押
印
等
）

第
二
十
五
条

浄
書
し
た
紙
文
書
に
は
、
徳
島
県
公
印
規
程
（
昭
和
二
十
九
年
徳
島
県
訓
令
第
百
二
十
七

号
）
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
公
印
（
契
印
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
押
印
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
紙
文
書
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一

書
簡
、
祝
辞
、
弔
辞
そ
の
他
公
印
を
押
印
し
な
い
こ
と
を
通
例
と
す
る
紙
文
書

二

前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
そ
の
性
質
又
は
内
容
に
よ
り
公
印
を
押
印
す
る
こ
と
を
要
し
な
い

も
の
と
し
て
法
制
文
書
課
長
が
別
に
定
め
る
紙
文
書

２

浄
書
し
た
紙
文
書
で
公
印
を
押
印
し
た
も
の
は
、
原
議
書
と
契
印
で
割
印
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

た
だ
し
、
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
立
案
に
係
る
浄
書
し
た
紙
文
書
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り

で
な
い
。

３

第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
公
印
の
押
印
を
省
略
す
る
紙
文
書
に
は
、
発
信
者
名
の
下
に
「
（

公
印
省
略
）
」
の
表
示
を
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
紙
文
書
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限

り
で
な
い
。

一

第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
紙
文
書

二

県
の
機
関
に
対
す
る
紙
文
書

４

浄
書
し
た
電
子
文
書
の
う
ち
電
子
署
名
（
電
子
署
名
及
び
認
証
業
務
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年

法
律
第
百
二
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
電
子
署
名
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
行
う
こ
と
が
必

要
と
さ
れ
る
も
の
に
は
、
法
制
文
書
課
長
が
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
電
子
署
名
を
行
わ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

（
公
文
書
の
発
送
）

第
二
十
六
条

公
文
書
の
発
送
は
、
主
務
課
等
に
お
い
て
行
う
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
紙
文
書
で
宛
先

ご
と
に
取
り
ま
と
め
て
発
送
す
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
法
制
文
書
課
に
お
い
て
行

う
こ
と
が
で
き
る
。

２

公
文
書
を
発
送
す
る
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
立
案
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定

め
る
処
理
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
立
案

電
子
決
裁
・
文
書
管
理
シ
ス
テ
ム
に
発
送
日
を
登
録
す

る
こ
と
。

二

第
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
立
案

発
送
日
を
電
子
決
裁
・
文
書
管
理
シ
ス
テ
ム
に
登
録
し

、
か
つ
、
立
案
文
書
に
記
入
す
る
こ
と
。

三

第
十
二
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
立
案

立
案
文
書
に
発
送
日
を
記
入
す
る
こ
と
。



３

公
印
を
押
印
し
な
い
公
文
書
（
次
項
に
規
定
す
る
電
子
文
書
を
除
く
。
）
の
発
送
に
つ
い
て
は
、
法

制
文
書
課
長
が
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
方
法
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る

。一

電
子
決
裁
・
文
書
管
理
シ
ス
テ
ム
に
よ
る
送
信

二

電
子
メ
ー
ル
に
よ
る
送
信

三

徳
島
県
オ
ン
ラ
イ
ン
ス
ト
レ
ー
ジ
サ
ー
ビ
ス
（
経
営
戦
略
部
ス
マ
ー
ト
県
庁
推
進
課
長
が
運
用
す

る
電
磁
的
記
録
の
送
受
信
の
た
め
の
シ
ス
テ
ム
を
い
う
。
）
に
よ
る
送
信

四

前
三
号
に
掲
げ
る
方
法
の
ほ
か
、
県
庁
総
合
サ
ー
ビ
ス
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
回
線
を
利
用
す
る
方
法

に
よ
る
送
信

五

フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
に
よ
る
送
信

４

前
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
電
子
署
名
を
行
っ
た
電
子
文
書
の
発
送
に
つ
い
て
は
、
電
子
メ
ー
ル
に

よ
る
送
信
そ
の
他
の
電
気
通
信
回
線
を
用
い
る
方
法
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

第
四
節

公
文
書
の
整
理
、
保
存
及
び
移
管
又
は
廃
棄

（
公
文
書
フ
ァ
イ
ル
管
理
情
報
の
登
録
等
）

第
二
十
七
条

主
務
課
等
の
長
は
、
全
て
の
公
文
書
を
い
ず
れ
か
の
公
文
書
フ
ァ
イ
ル
に
ま
と
め
、
管
理

す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
毎
年
度
当
初
ま
で
に
電
子
決
裁
・
文
書
管
理
シ
ス
テ
ム
に
公
文
書
フ
ァ
イ

ル
の
分
類
、
名
称
、
保
存
期
間
、
保
存
期
間
の
満
了
す
る
日
、
保
存
期
間
が
満
了
し
た
と
き
の
措
置
、

保
存
場
所
そ
の
他
の
公
文
書
フ
ァ
イ
ル
の
管
理
に
必
要
な
情
報
（
以
下
「
公
文
書
フ
ァ
イ
ル
管
理
情
報

」
と
い
う
。
）
の
登
録
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

主
務
課
等
の
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
登
録
し
た
公
文
書
フ
ァ
イ
ル
管
理
情
報
を
変
更
す
る
必
要

が
生
じ
た
と
き
は
、
電
子
決
裁
・
文
書
管
理
シ
ス
テ
ム
に
よ
り
修
正
す
る
も
の
と
す
る
。

（
保
存
の
た
め
の
整
理
）

第
二
十
八
条

電
子
文
書
は
、
主
務
課
等
に
お
い
て
、
電
子
決
裁
・
文
書
管
理
シ
ス
テ
ム
に
保
存
す
る
た

め
、
公
文
書
フ
ァ
イ
ル
管
理
情
報
の
分
類
及
び
保
存
期
間
が
満
了
し
た
と
き
の
文
書
館
へ
の
移
管
又
は

廃
棄
の
措
置
の
別
並
び
に
年
度
ご
と
に
公
文
書
フ
ァ
イ
ル
に
整
理
す
る
も
の
と
す
る
。

２

紙
文
書
は
、
主
務
課
等
に
お
い
て
保
存
の
た
め
整
理
し
、
公
文
書
フ
ァ
イ
ル
管
理
情
報
の
分
類
及
び

保
存
期
間
が
満
了
し
た
と
き
の
文
書
館
へ
の
移
管
又
は
廃
棄
の
措
置
の
別
並
び
に
年
度
（
年
度
に
よ
り

難
い
も
の
に
つ
い
て
は
、
暦
年
）
ご
と
に
公
文
書
フ
ァ
イ
ル
に
ま
と
め
、
そ
の
背
表
紙
に
文
書
保
存
用

紙
（
様
式
第
六
号
）
に
所
要
事
項
を
記
入
し
て
貼
り
付
け
る
も
の
と
す
る
。

（
保
存
期
間
等
）

第
二
十
九
条

公
文
書
の
保
存
期
間
は
、
三
十
年
、
十
年
、
五
年
、
三
年
、
一
年
及
び
一
年
未
満
の
期
間

と
し
、
そ
の
基
準
は
、
別
表
第
二
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
常
時
使
用
す
る
公
文
書
に
つ
い
て
は
、
保
存
期
間
を
常
用
と
設
定
し

、
必
要
な
期
間
保
存
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

前
二
項
の
規
定
は
、
法
令
に
別
段
の
定
め
の
あ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

４

第
一
項
の
保
存
期
間
の
起
算
日
は
、
保
存
期
間
が
一
年
以
上
の
公
文
書
に
あ
っ
て
は
当
該
公
文
書
が

作
成
さ
れ
、
又
は
取
得
さ
れ
た
日
の
属
す
る
年
度
の
翌
年
度
の
四
月
一
日
と
し
、
保
存
期
間
が
一
年
未

満
の
公
文
書
に
あ
っ
て
は
当
該
公
文
書
が
作
成
さ
れ
、
又
は
取
得
さ
れ
た
日
と
す
る
。

５

公
文
書
フ
ァ
イ
ル
の
保
存
期
間
は
、
当
該
公
文
書
フ
ァ
イ
ル
に
ま
と
め
ら
れ
た
公
文
書
の
保
存
期
間

と
す
る
。



６

前
項
の
保
存
期
間
の
起
算
日
は
、
保
存
期
間
が
一
年
以
上
の
公
文
書
フ
ァ
イ
ル
に
あ
っ
て
は
公
文
書

を
公
文
書
フ
ァ
イ
ル
に
ま
と
め
た
日
の
う
ち
最
も
早
い
日
（
以
下
「
フ
ァ
イ
ル
作
成
日
」
と
い
う
。
）

の
属
す
る
年
度
の
翌
年
度
の
四
月
一
日
と
し
、
保
存
期
間
が
一
年
未
満
の
公
文
書
フ
ァ
イ
ル
に
あ
っ
て

は
フ
ァ
イ
ル
作
成
日
と
す
る
。

（
公
文
書
フ
ァ
イ
ル
管
理
簿
の
作
成
及
び
公
表
）

第
三
十
条

主
務
課
等
の
長
は
、
公
文
書
フ
ァ
イ
ル
（
保
存
期
間
が
一
年
未
満
の
も
の
を
除
く
。
）
に
つ

い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
公
文
書
フ
ァ
イ
ル
管
理
簿
（
様
式
第
七
号
）
を
作
成
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

分
類

二

名
称

三

保
存
期
間

四

保
存
期
間
の
満
了
す
る
日

五

保
存
期
間
が
満
了
し
た
と
き
の
措
置

六

保
存
場
所

七

フ
ァ
イ
ル
作
成
日
の
属
す
る
年
度

八

記
録
媒
体
の
種
別

九

主
務
課
等

２

主
務
課
等
の
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
公
文
書
フ
ァ
イ
ル
管
理
簿
を
作
成
し
た
と
き
は
、
速
や
か

に
法
制
文
書
課
長
に
送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

法
制
文
書
課
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
送
付
さ
れ
た
公
文
書
フ
ァ
イ
ル
管
理
簿
を
、
県
庁
ふ
れ
あ

い
セ
ン
タ
ー
に
備
え
置
い
て
一
般
の
閲
覧
に
供
す
る
と
と
も
に
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
方
法

に
よ
り
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
公
文
書
フ
ァ
イ
ル
の
管
理
権
限
の
引
継
ぎ
）

第
三
十
一
条

法
制
文
書
課
長
は
、
主
務
課
等
に
お
い
て
作
成
し
た
公
文
書
フ
ァ
イ
ル
（
保
存
期
間
が
一

年
未
満
又
は
常
用
の
も
の
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
、
当
該
公
文
書
フ
ァ
イ
ル
の
保
存
期
間
の
起
算
日
が

属
す
る
年
度
中
に
、
当
該
公
文
書
フ
ァ
イ
ル
を
管
理
す
る
権
限
を
主
務
課
等
の
長
か
ら
引
き
継
ぐ
も
の

と
す
る
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
管
理
権
限
の
引
継
ぎ
は
、
電
子
決
裁
・
文
書
管
理
シ
ス
テ
ム
に
よ
り
行
う
も
の

と
す
る
。
た
だ
し
、
紙
文
書
を
ま
と
め
た
公
文
書
フ
ァ
イ
ル
そ
の
他
の
電
子
決
裁
・
文
書
管
理
シ
ス
テ

ム
に
よ
り
管
理
権
限
の
引
継
ぎ
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
公
文
書
フ
ァ
イ
ル
に
つ
い
て
は
、
法
制
文
書

課
長
が
別
に
定
め
る
方
法
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

（
保
存
公
文
書
フ
ァ
イ
ル
の
保
存
）

第
三
十
二
条

法
制
文
書
課
長
は
、
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
引
継
ぎ
を
受
け
た
公
文
書
フ
ァ
イ
ル
（

以
下
「
保
存
公
文
書
フ
ァ
イ
ル
」
と
い
う
。
）
を
公
文
書
フ
ァ
イ
ル
管
理
簿
に
定
め
る
保
存
場
所
に
お

い
て
保
存
す
る
も
の
と
す
る
。

２

主
務
課
等
の
長
は
、
当
該
主
務
課
等
に
お
い
て
保
存
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
保
存
公
文
書
フ
ァ
イ
ル
に

つ
い
て
、
法
制
文
書
課
長
の
指
示
に
従
い
、
こ
れ
を
適
切
に
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
公
文
書
フ
ァ
イ
ル
の
保
存
期
間
の
延
長
）

第
三
十
三
条

主
務
課
等
の
長
は
、
次
に
掲
げ
る
保
存
公
文
書
フ
ァ
イ
ル
に
つ
い
て
、
そ
の
必
要
な
限
度

に
お
い
て
一
定
の
期
間
を
定
め
て
、
保
存
期
間
を
延
長
す
る
よ
う
法
制
文
書
課
長
に
申
し
出
る
こ
と
が



で
き
る
。

一

現
に
監
査
、
検
査
等
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
も
の

二

現
に
係
属
し
て
い
る
不
服
申
立
て
又
は
訴
訟
に
お
け
る
手
続
上
の
行
為
を
す
る
た
め
に
必
要
と
さ

れ
る
も
の

三

徳
島
県
情
報
公
開
条
例
（
平
成
十
三
年
徳
島
県
条
例
第
一
号
）
第
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
公
開

請
求
が
あ
っ
た
も
の

四

前
三
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
事
務
処
理
上
そ
の
保
存
期
間
を
延
長
す
る
必
要
が
あ
る
と
主
務

課
等
の
長
が
認
め
る
も
の

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
を
受
け
た
法
制
文
書
課
長
は
、
当
該
申
出
が
適
当
で
あ
る
と
認
め
た
と
き

は
、
電
子
決
裁
・
文
書
管
理
シ
ス
テ
ム
に
よ
り
当
該
保
存
公
文
書
フ
ァ
イ
ル
の
公
文
書
フ
ァ
イ
ル
管
理

情
報
を
変
更
し
て
そ
の
保
存
期
間
を
延
長
す
る
と
と
も
に
、
公
文
書
フ
ァ
イ
ル
管
理
簿
の
当
該
保
存
公

文
書
フ
ァ
イ
ル
に
係
る
保
存
期
間
及
び
保
存
期
間
の
満
了
す
る
日
を
修
正
す
る
も
の
と
す
る
。

３

主
務
課
等
の
長
は
、
当
該
主
務
課
等
に
お
い
て
保
存
す
る
保
存
公
文
書
フ
ァ
イ
ル
に
つ
い
て
前
項
の

規
定
に
よ
り
保
存
期
間
が
延
長
さ
れ
た
と
き
は
、
法
制
文
書
課
長
の
指
示
に
従
い
、
当
該
保
存
公
文
書

フ
ァ
イ
ル
の
背
表
紙
に
文
書
保
存
用
紙
を
再
度
作
成
し
て
貼
り
付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
保
存
公
文
書
フ
ァ
イ
ル
の
移
管
）

第
三
十
四
条

法
制
文
書
課
長
は
、
保
存
期
間
が
満
了
し
た
と
き
の
措
置
と
し
て
文
書
館
に
移
管
す
る
こ

と
と
定
め
ら
れ
て
い
る
保
存
公
文
書
フ
ァ
イ
ル
の
保
存
期
間
が
満
了
し
た
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
徳

島
県
立
文
書
館
長
（
以
下
「
文
書
館
長
」
と
い
う
。
）
に
対
し
、
当
該
保
存
公
文
書
フ
ァ
イ
ル
に
つ
い

て
記
載
さ
れ
た
公
文
書
フ
ァ
イ
ル
管
理
簿
を
送
付
し
、
文
書
館
に
移
管
す
る
旨
を
通
知
し
た
上
で
移
管

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

主
務
課
等
の
長
は
、
当
該
主
務
課
等
に
お
い
て
保
存
す
る
保
存
公
文
書
フ
ァ
イ
ル
が
前
項
の
規
定
に

よ
り
文
書
館
に
移
管
さ
れ
る
と
き
は
、
法
制
文
書
課
長
の
指
示
に
従
い
、
速
や
か
に
、
当
該
保
存
公
文

書
フ
ァ
イ
ル
を
文
書
館
長
に
引
き
渡
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

主
務
課
等
の
長
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
文
書
館
に
移
管
さ
れ
る
保
存
公
文
書
フ
ァ
イ
ル
に
つ
い

て
、
条
例
第
十
三
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
も
の
と
し
て
文
書
館
に
お
い
て
利
用

の
制
限
を
行
う
こ
と
（
以
下
「
利
用
制
限
の
実
施
」
と
い
う
。
）
が
適
当
で
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
は

、
法
制
文
書
課
長
を
経
由
し
て
、
徳
島
県
公
文
書
等
の
管
理
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
令
和
五
年
徳

島
県
規
則
第
四
十
二
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
五
条
の
特
定
歴
史
公
文
書
等
の
利
用
制
限
に

係
る
意
見
書
（
以
下
「
意
見
書
」
と
い
う
。
）
を
文
書
館
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
廃
棄
予
定
の
保
存
公
文
書
フ
ァ
イ
ル
の
移
管
）

第
三
十
五
条

法
制
文
書
課
長
は
、
保
存
期
間
が
満
了
し
た
と
き
の
措
置
と
し
て
廃
棄
す
る
こ
と
と
定
め

ら
れ
て
い
る
保
存
公
文
書
フ
ァ
イ
ル
の
保
存
期
間
が
満
了
し
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
保
存
公
文
書
フ

ァ
イ
ル
を
廃
棄
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
廃
棄
し
よ
う
と
す
る
日
の
九
十
日
以
上
前
ま
で
に
文
書
館
長

に
協
議
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

法
制
文
書
課
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
協
議
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
廃
棄
し
よ

う
と
す
る
保
存
公
文
書
フ
ァ
イ
ル
に
つ
い
て
記
載
さ
れ
た
公
文
書
フ
ァ
イ
ル
管
理
簿
を
文
書
館
長
に
送

付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

法
制
文
書
課
長
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
協
議
し
た
保
存
公
文
書
フ
ァ
イ
ル
に
つ
い
て
、
文
書
館

長
か
ら
移
管
す
る
よ
う
求
め
が
あ
っ
た
と
き
は
、
主
務
課
等
の
長
に
そ
の
旨
を
通
知
し
、
電
子
決
裁
・



文
書
管
理
シ
ス
テ
ム
に
よ
り
当
該
保
存
公
文
書
フ
ァ
イ
ル
の
公
文
書
フ
ァ
イ
ル
管
理
情
報
に
お
け
る
保

存
期
間
が
満
了
し
た
と
き
の
措
置
の
定
め
を
変
更
す
る
と
と
も
に
、
当
該
保
存
公
文
書
フ
ァ
イ
ル
を
文

書
館
に
移
管
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

主
務
課
等
の
長
は
、
当
該
主
務
課
等
に
お
い
て
保
存
す
る
保
存
公
文
書
フ
ァ
イ
ル
が
前
項
の
規
定
に

よ
り
文
書
館
に
移
管
さ
れ
る
と
き
は
、
法
制
文
書
課
長
の
指
示
に
従
い
、
当
該
保
存
公
文
書
フ
ァ
イ
ル

の
背
表
紙
に
文
書
保
存
用
紙
を
再
度
作
成
し
て
貼
り
付
け
、
速
や
か
に
、
こ
れ
を
文
書
館
長
に
引
き
渡

さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５

主
務
課
等
の
長
は
、
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
文
書
館
に
移
管
さ
れ
る
保
存
公
文
書
フ
ァ
イ
ル
に
つ
い

て
、
利
用
制
限
の
実
施
が
適
当
で
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
は
、
法
制
文
書
課
長
を
経
由
し
て
、
意
見
書

を
文
書
館
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
保
存
公
文
書
フ
ァ
イ
ル
等
の
廃
棄
）

第
三
十
六
条

法
制
文
書
課
長
は
、
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
協
議
し
た
保
存
公
文
書
フ
ァ
イ
ル
に
つ

い
て
、
文
書
館
長
か
ら
廃
棄
す
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
と
き
は
、
当
該
保
存
公
文

書
フ
ァ
イ
ル
を
廃
棄
し
、
又
は
当
該
保
存
公
文
書
フ
ァ
イ
ル
を
保
存
す
る
主
務
課
等
の
長
に
対
し
、
当

該
保
存
公
文
書
フ
ァ
イ
ル
の
廃
棄
を
指
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

主
務
課
等
の
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
法
制
文
書
課
長
か
ら
保
存
公
文
書
フ
ァ
イ
ル
の
廃
棄
を
指

示
さ
れ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
当
該
保
存
公
文
書
フ
ァ
イ
ル
を
廃
棄
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

主
務
課
等
の
長
は
、
保
存
期
間
が
一
年
未
満
の
公
文
書
フ
ァ
イ
ル
に
つ
い
て
、
そ
の
保
存
期
間
が
満

了
し
た
と
き
は
、
法
制
文
書
課
長
と
協
議
の
上
こ
れ
を
廃
棄
す
る
も
の
と
す
る
。

４

法
制
文
書
課
長
又
は
主
務
課
等
の
長
は
、
前
三
項
の
規
定
に
よ
り
廃
棄
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
当

該
廃
棄
を
行
う
公
文
書
フ
ァ
イ
ル
が
不
正
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
よ
う
十
分
に
留
意
し
て
こ
れ
を

行
う
と
と
も
に
、
個
人
情
報
そ
の
他
の
非
公
開
情
報
の
漏
え
い
の
防
止
の
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
じ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
五
節

管
理
状
況
の
報
告
等

（
管
理
状
況
の
報
告
）

第
三
十
七
条

主
務
課
等
の
長
は
、
毎
年
度
、
法
制
文
書
課
長
が
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
公
文
書

フ
ァ
イ
ル
管
理
簿
の
記
載
状
況
そ
の
他
の
公
文
書
の
管
理
の
状
況
に
つ
い
て
法
制
文
書
課
長
に
報
告
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
公
文
書
の
庁
外
持
出
し
の
制
限
）

第
三
十
八
条

公
文
書
は
、
庁
外
に
持
ち
出
し
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
公
務
の
た
め
に
必
要
が
あ
る

場
合
に
お
い
て
法
制
文
書
課
長
又
は
主
務
課
等
の
長
の
承
認
を
得
た
と
き
、
又
は
火
災
そ
の
他
非
常
災

害
に
際
し
、
そ
の
保
全
の
た
め
に
庁
外
に
持
ち
出
す
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
紛
失
等
へ
の
対
応
）

第
三
十
九
条

公
文
書
フ
ァ
イ
ル
に
つ
い
て
紛
失
又
は
保
存
期
間
の
満
了
前
の
不
適
切
な
廃
棄
（
以
下
「

紛
失
等
」
と
い
う
。
）
が
発
生
し
た
場
合
に
は
、
そ
の
事
実
を
知
っ
た
職
員
は
、
直
ち
に
責
任
者
に
報

告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

責
任
者
は
、
公
文
書
フ
ァ
イ
ル
に
つ
い
て
紛
失
等
が
発
生
し
た
場
合
に
は
、
速
や
か
に
公
文
書
フ
ァ

イ
ル
の
紛
失
等
に
よ
る
被
害
の
拡
大
の
防
止
等
の
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
と
と
も
に
、
主
務
課

等
の
長
及
び
法
制
文
書
課
長
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
章

本
部
等
に
お
け
る
公
文
書
の
管
理



第
一
節

公
文
書
の
収
受
等

（
紙
文
書
の
収
受
等
）

第
四
十
条

本
部
等
に
到
着
し
、
受
領
し
た
紙
文
書
（
次
条
の
規
定
に
よ
り
配
布
さ
れ
た
も
の
を
含
む
。

）
は
、
当
該
本
部
等
の
分
掌
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
確
認
の
上
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り

、
処
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

開
封
し
、
軽
易
な
も
の
を
除
き
、
そ
の
余
白
に
本
部
収
受
印
、
東
部
各
局
収
受
印
、
セ
ン
タ
ー
等

収
受
印
又
は
総
合
県
民
局
収
受
印
を
押
印
し
、
か
つ
、
文
書
件
名
簿
に
記
録
す
る
こ
と
。

二

配
達
証
明
郵
便
、
特
別
送
達
郵
便
そ
の
他
の
書
留
郵
便
及
び
電
報
は
、
特
殊
文
書
受
付
簿
（
様
式

第
八
号
）
に
記
録
す
る
こ
と
。

三

収
受
の
日
時
が
権
利
の
得
喪
、
変
更
等
に
関
係
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
紙
文
書
は
、
受
領
時
刻
を

記
入
す
る
こ
と
。

２

前
項
の
紙
文
書
は
、
定
例
的
又
は
軽
易
な
も
の
を
除
き
、
直
ち
に
本
部
等
の
長
そ
の
他
上
位
の
職
に

あ
る
者
の
閲
覧
に
供
し
、
そ
の
指
示
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
合
同
庁
舎
等
に
お
け
る
取
扱
い
）

第
四
十
一
条

本
部
等
が
併
置
さ
れ
て
い
る
庁
舎
に
あ
っ
て
は
、
当
該
庁
舎
に
到
着
し
た
紙
文
書
（
本
部

等
に
直
接
到
着
し
た
も
の
を
除
く
。
）
は
、
当
該
庁
舎
を
管
理
す
る
本
部
等
に
お
い
て
受
領
し
、
直
ち

に
そ
の
宛
先
の
本
部
等
に
配
布
す
る
も
の
と
す
る
。

（
準
用
）

第
四
十
二
条

第
八
条
及
び
第
十
条
の
規
定
は
、
本
部
等
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

同
条
第
一
項
中
「
課
等
」
と
あ
る
の
は
「
本
部
等
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
当
該
課
等
」
と
あ
る
の
は

「
当
該
本
部
等
」
と
、
「
主
務
課
等
」
と
あ
る
の
は
「
分
掌
す
る
所
属
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る

。

第
二
節

文
書
の
作
成
等

（
公
文
書
の
発
信
者
名
）

第
四
十
三
条

庁
外
に
発
す
る
公
文
書
の
発
信
者
名
は
、
原
則
と
し
て
、
知
事
名
又
は
本
部
等
の
長
の
名

を
用
い
る
も
の
と
す
る
。

（
準
用
）

第
四
十
四
条

前
章
第
二
節
（
第
十
四
条
及
び
第
十
五
条
を
除
く
。
）
の
規
定
は
、
本
部
等
に
つ
い
て
準

用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
十
一
条
中
「
課
等
」
と
あ
り
、
並
び
に
第
十
二
条
第
一
項
及
び
第

二
項
並
び
に
第
十
七
条
第
二
項
中
「
主
務
課
等
」
と
あ
る
の
は
「
本
部
等
」
と
、
同
条
第
六
項
中
「
課

等
の
長
」
と
あ
る
の
は
「
上
司
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
三
節

公
文
書
の
施
行

第
四
十
五
条

前
章
第
三
節
（
第
二
十
六
条
第
一
項
た
だ
し
書
を
除
く
。
）
の
規
定
は
、
本
部
等
に
つ
い

て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
二
十
三
条
各
号
列
記
以
外
の
部
分
中
「
課
等
」
と
あ
る
の
は

「
所
属
」
と
、
同
条
第
二
号
中
「
課
等
の
」
と
あ
る
の
は
「
本
部
等
の
」
と
、
同
号
及
び
第
二
十
六
条

第
一
項
中
「
主
務
課
等
」
と
あ
る
の
は
「
本
部
等
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
四
節

公
文
書
の
整
理
、
保
存
及
び
移
管
又
は
廃
棄

第
四
十
六
条

前
章
第
四
節
の
規
定
は
、
本
部
等
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
節
の

規
定
中
「
主
務
課
等
」
と
あ
る
の
は
、
「
本
部
等
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
五
節

管
理
状
況
の
報
告
等



第
四
十
七
条

前
章
第
五
節
の
規
定
は
、
本
部
等
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
節
の

規
定
中
「
主
務
課
等
」
と
あ
る
の
は
、
「
本
部
等
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
四
章

雑
則

（
点
検
及
び
監
査
）

第
四
十
八
条

所
属
長
は
、
公
文
書
の
管
理
状
況
に
つ
い
て
、
少
な
く
と
も
毎
年
度
一
回
、
点
検
を
行
い

、
そ
の
結
果
を
法
制
文
書
課
長
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

法
制
文
書
課
長
は
、
公
文
書
の
管
理
状
況
に
つ
い
て
、
少
な
く
と
も
毎
年
度
一
回
、
監
査
を
行
い
、

そ
の
結
果
を
監
察
統
括
監
に
報
告
す
る
も
の
と
す
る
。

３

法
制
文
書
課
長
は
、
前
二
項
の
規
定
に
よ
る
点
検
又
は
監
査
の
結
果
を
踏
ま
え
、
公
文
書
の
管
理
に

つ
い
て
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

（
研
修
）

第
四
十
九
条

法
制
文
書
課
長
は
、
職
員
に
対
し
、
公
文
書
の
管
理
を
適
正
か
つ
効
果
的
に
行
う
た
め
に

必
要
な
知
識
及
び
技
術
を
習
得
さ
せ
、
又
は
向
上
さ
せ
る
た
め
に
必
要
な
研
修
を
行
う
も
の
と
す
る
。

２

所
属
長
は
、
前
項
の
研
修
に
職
員
を
積
極
的
に
参
加
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
補
則
）

第
五
十
条

こ
の
規
程
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
公
文
書
の
管
理
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
監
察
局
長
が

定
め
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
訓
令
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
項
の
規
定
は
、
令
和
五
年
十
月

十
七
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
準
備
行
為
）

２

公
文
書
フ
ァ
イ
ル
管
理
情
報
の
登
録
そ
の
他
こ
の
訓
令
を
施
行
す
る
た
め
に
必
要
な
準
備
行
為
は
、

こ
の
訓
令
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
前
に
お
い
て
も
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

（
経
過
措
置
）

３

改
正
後
の
徳
島
県
公
文
書
管
理
規
程
（
以
下
「
新
規
程
」
と
い
う
。
）
の
規
定
中
公
文
書
の
収
受
等

に
係
る
部
分
は
、
施
行
日
以
後
に
受
領
す
る
公
文
書
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
受
領
し
た
公
文

書
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

４

新
規
程
の
規
定
中
公
文
書
の
整
理
、
保
存
及
び
移
管
又
は
廃
棄
に
係
る
部
分
は
、
施
行
日
以
後
に
作

成
し
、
又
は
取
得
す
る
公
文
書
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
作
成
し
、
又
は
取
得
し
た
公
文
書
に

つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

５

新
規
程
の
様
式
に
相
当
す
る
改
正
前
の
徳
島
県
文
書
規
程
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
用
紙
は
、
当
分
の

間
、
所
要
の
調
整
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

（
徳
島
県
公
印
規
程
の
一
部
改
正
）

６

徳
島
県
公
印
規
程
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
六
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
他
の
規
程
と
の
関
係
）

第
十
六
条

公
印
の
取
扱
い
に
つ
い
て
は
、
こ
の
規
程
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
徳
島
県
公
文
書
管
理

規
程
（
令
和
五
年
徳
島
県
訓
令
第
十
一
号
）
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

別
表
第
一

（第
６
条
関
係

）



本
部

東
部
各
局

セ
ン
タ
等
又
は
総
合
県
民
局
の
名
称

記
号

、
、

ー

徳
島
県
東
京
本
部

徳
東

本

徳
島
県
関
西
本
部

徳
関

本

県
立
総
合
大
学
校
本
部

総
大

本

徳
島
県
東
部
県
税
局

東
税

徳
島
県
東
部
保
健
福
祉
局

東
保

徳
島
県
東
部
農
林
水
産
局

東
農

徳
島
県
東
部
県
土
整
備
局

東
土

徳
島
県
防
災
人
材
育
成
セ
ン
タ

防
人

セ
ー

徳
島
県
消
防
学
校

消
校

徳
島
県
立
保
健
製
薬
環
境
セ
ン
タ

保
薬

セ
ー

徳
島
県
消
費
者
情
報
セ
ン
タ

消
情

ー

徳
島
県
食
肉
衛
生
検
査
所

食
検

徳
島
県
動
物
愛
護
管
理
セ
ン
タ

動
セ

ー

徳
島
県
自
治
研
修
セ
ン
タ

自
研

ー

徳
島
県
立
埋
蔵
文
化
財
総
合
セ
ン
タ

埋
セ

ー

徳
島
県
文
化
の
森
振
興
セ
ン
タ

文
セ

ー

徳
島
県
立
図
書
館

徳
図

徳
島
県
立
博
物
館

徳
博

徳
島
県
立
近
代
美
術
館

徳
美

徳
島
県
立
文
書
館

徳
文

徳
島
県
立
二
十
一
世
紀
館

徳
世

徳
島
県
立
鳥
居
龍
蔵
記
念
博
物
館

徳
鳥

博

徳
島
県
中
央
こ
ど
も
女
性
相
談
セ
ン
タ

中
こ

女
ー

徳
島
県
南
部
こ
ど
も
女
性
相
談
セ
ン
タ

南
こ

女
ー

徳
島
県
西
部
こ
ど
も
女
性
相
談
セ
ン
タ

西
こ

女
ー

徳
島
県
立
婦
人
保
護
施
設
し
ら
ぎ
く
寮

婦
保

徳
島
県
立
徳
島
学
院

徳
学

徳
島
県
徳
島
保
健
所

徳
保

徳
島
県
阿
南
保
健
所

阿
保

徳
島
県
美
波
保
健
所

美
波

保

徳
島
県
吉
野
川
保
健
所

吉
保

徳
島
県
美
馬
保
健
所

美
馬

保

徳
島
県
三
好
保
健
所

三
保

徳
島
県
出
羽
島
診
療
所

出
診

徳
島
県
立
総
合
看
護
学
校

総
看

徳
島
県
精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ

精
セ

ー

徳
島
県
障
が
い
者
相
談
支
援
セ
ン
タ

障
相

ー



徳
島
県
発
達
障
が
い
者
総
合
支
援
セ
ン
タ

発
障

セ
ー

徳
島
県
立
工
業
技
術
セ
ン
タ

工
技

セ
ー

徳
島
県
産
業
人
材
育
成
セ
ン
タ

産
人

セ
ー

徳
島
県
立
中
央
テ
ク
ノ
ス
ク

ル
中

テ
ク
ノ

ー

徳
島
県
立
南
部
テ
ク
ノ
ス
ク
ル

南
テ

ク
ノ

ー

徳
島
県
立
西
部
テ
ク
ノ
ス
ク

ル
西

テ
ク

ノ
ー

徳
島
県
家
畜
防
疫
衛
生
セ
ン
タ

家
防

セ
ー

徳
島
県
徳
島
家
畜
保
健
衛
生
所

徳
畜

衛

徳
島
県
西
部
家
畜
保
健
衛
生
所

西
畜

衛

徳
島
県
立
農
林
水
産
総
合
技
術
支
援
セ
ン
タ

農
技

セ
ー

徳
島
県
阿
南
安
芸
自
動
車
道
用
地
推
進
セ
ン
タ

阿
安

用
ー

徳
島
県
南
部
総
合
県
民
局

南
総

徳
島
県
西
部
総
合
県
民
局

西
総

別
表
第
二
（
第
二
十
九
条
関
係
）

区

分

公

文

書

の

内

容

保
存
期
間

一

条
例
、
規
則
、
訓

１

条
例
及
び
規
則
の
制
定
又
は
改
廃
及
び
そ
の
経
緯
に

三
十
年

令
等
に
関
す
る
公
文

関
す
る
も
の

書

２

訓
令
の
制
定
又
は
改
廃
及
び
そ

重
要
な
も
の

三
十
年

の
経
緯
に
関
す
る
も
の

軽
易
な
も
の

五
年

そ
の
他

十
年

３

告
示
、
要
綱
、
要
領
等
の
制
定

重
要
な
も
の

五
年

又
は
改
廃
及
び
そ
の
経
緯
に
関
す

る
も
の

そ
の
他

三
年

４

条
例
、
規
則
及
び
訓
令
の
解
釈

特
に
重
要
な
も
の

三
十
年

、
運
用
方
針
等
に
関
す
る
も
の

重
要
な
も
の

十
年

そ
の
他

五
年

二

県
議
会
、
庁
議
、

１

県
議
会
の
議
案
、
報
告
案
及
び
会
議
結
果
に
関
す
る

三
十
年

県
と
市
町
村
等
の
長

も
の

と
で
構
成
さ
れ
る
会



議
等
（
こ
れ
ら
に
準

２

諸
会
議
に
お
け
る
決
定
及
び
そ

特
に
重
要
な
も
の

三
十
年

ず
る
も
の
を
含
む
。

の
経
緯
に
関
す
る
も
の

）
の
決
定
又
は
了
解

重
要
な
も
の

十
年

及
び
そ
の
経
緯
に
関

す
る
公
文
書

そ
の
他

五
年

三

複
数
の
実
施
機
関

１

複
数
の
実
施
機
関
に
よ
る
申
合

特
に
重
要
な
も
の

三
十
年

に
よ
る
申
合
せ
又
は

せ
及
び
そ
の
経
緯
に
関
す
る
も
の

他
の
実
施
機
関
に
対

重
要
な
も
の

十
年

し
て
示
す
基
準
の
設

定
等
及
び
そ
の
経
緯

そ
の
他

五
年

に
関
す
る
公
文
書

２

他
の
実
施
機
関
に
対
し
て
示
す

特
に
重
要
な
も
の

三
十
年

基
準
の
設
定
等
及
び
そ
の
経
緯
に

関
す
る
も
の

重
要
な
も
の

十
年

そ
の
他

五
年

四

市
町
村
の
廃
置
分

１

市
町
村
の
配
置
、
分
合
、
名
称

特
に
重
要
な
も
の

三
十
年

合
等
又
は
他
の
地
方

、
地
籍
又
は
区
域
の
決
定
及
び
そ

公
共
団
体
に
対
し
て

の
経
緯
に
関
す
る
も
の

重
要
な
も
の

十
年

示
す
基
準
の
設
定
等

及
び
そ
の
経
緯
に
関

そ
の
他

五
年

す
る
公
文
書

２

他
の
地
方
公
共
団
体
に
対
し
て

特
に
重
要
な
も
の

三
十
年

示
す
基
準
の
設
定
等
及
び
そ
の
経

緯
に
関
す
る
も
の

重
要
な
も
の

十
年

そ
の
他

五
年

五

県
議
会
に
お
け
る

１

県
議
会
に
お
け
る
質
問
又
は
意

特
に
重
要
な
も
の

十
年

質
問
等
又
は
審
議
会

見
及
び
そ
れ
に
対
す
る
答
弁
に
関

等
の
結
果
等
に
関
す

す
る
も
の

重
要
な
も
の

五
年

る
公
文
書

そ
の
他

三
年

２

附
属
機
関
の
審
議
の
経
過
及
び

特
に
重
要
な
も
の

三
十
年

結
果
に
関
す
る
も
の

重
要
な
も
の

十
年



そ
の
他

三
年

六

個
人
又
は
法
人
の

１

許
認
可
等
の
行
政
処
分
（
不
利

特
に
重
要
な
も
の

三
十
年

権
利
義
務
の
得
喪
及

益
処
分
を
含
む
。
）
及
び
そ
の
経

び
そ
の
経
緯
に
関
す

緯
に
関
す
る
も
の

重
要
な
も
の

十
年

る
公
文
書

そ
の
他

五
年

２

補
助
金
、
交
付
金
、
貸
付
金
等

重
要
な
も
の

十
年

の
制
度
の
創
設
又
は
運
用
基
準
の

決
定
等
及
び
そ
の
経
緯
に
関
す
る

そ
の
他

五
年

も
の

３

補
助
金
、
交
付
金
、
貸
付
金
等

重
要
な
も
の

十
年

の
交
付
決
定
等
及
び
そ
の
経
緯
に

関
す
る
も
の

そ
の
他

五
年

４

不
服
申
立
て
に
関
す
る
裁
決
等

重
要
な
も
の

三
十
年

及
び
そ
の
経
緯
に
関
す
る
も
の

軽
易
な
も
の

五
年

そ
の
他

十
年

５

県
又
は
県
の
機
関
を
当
事
者
と

重
要
な
も
の

三
十
年

す
る
訴
訟
等
の
判
決
等
及
び
そ
の

経
緯
に
関
す
る
も
の

軽
易
な
も
の

五
年

そ
の
他

十
年

６

行
政
代
執
行
及
び
そ
の
経
緯
に

重
要
な
も
の

三
十
年

関
す
る
も
の

そ
の
他

十
年

７

行
政
上
の
指
導
、
勧
告
又
は
助

重
要
な
も
の

十
年

言
に
関
す
る
も
の

そ
の
他

五
年

七

職
員
の
人
事
等
に

１

各
種
委
員
の
任
免
に
関
す
る
も

地
方
自
治
法
（
昭

三
十
年

関
す
る
公
文
書

の

和
二
十
二
年
法
律

第
六
十
七
号
）
第



百
八
十
条
の
五
第

一
項
各
号
及
び
第

二
項
各
号
に
掲
げ

る
委
員
会
の
委
員

又
は
委
員
に
関
す

る
も
の

そ
の
他

五
年

２

職
員
の
任
免
、
分
限
及
び
懲
戒

重
要
な
も
の

三
十
年

に
関
す
る
も
の

そ
の
他

五
年

３

職
員
の
履
歴
に
関
す
る
も
の

三
十
年

４

職
員
の
出
張
、
特
殊
勤
務
、
時
間
外
勤
務
等
の
命
令

五
年

に
関
す
る
も
の

５

職
員
の
給
与
、
旅
費
等
に
関
す
る
も
の

五
年

６

職
員
の
服
務
、
研
修
、
福
利
厚

特
に
重
要
な
も
の

三
十
年

生
等
に
関
す
る
も
の

重
要
な
も
の

十
年

軽
易
な
も
の

一
年

そ
の
他

五
年

八

予
算
、
決
算
、
財

１

予
算
編
成
若
し
く
は
決
算
又
は

特
に
重
要
な
も
の

三
十
年

政
状
況
等
に
関
す
る

財
政
状
況
及
び
そ
の
経
緯
に
関
す

公
文
書

る
も
の

重
要
な
も
の

十
年

そ
の
他

五
年

２

収
入
又
は
支
出
に
関
す
る
も
の

重
要
な
も
の

十
年

そ
の
他

五
年

３

監
査
又
は
検
査
に
関
す
る
も
の

五
年



九

県
の
計
画
等
に
関

１

県
の
基
本
計
画
の
策
定
及
び
そ
の
経
緯
に
関
す
る
も

三
十
年

す
る
公
文
書

の
２

県
行
政
又
は
事
業
に
関
す
る
計

特
に
重
要
な
も
の

三
十
年

画
又
は
方
針
の
策
定
及
び
そ
の
経

緯
に
関
す
る
も
の

重
要
な
も
の

十
年

そ
の
他

五
年

十

公
共
事
業
の
実
施

公
共
事
業
に
係
る
計
画
、
調
査
、
設

特
に
重
要
な
も
の

三
十
年

に
関
す
る
公
文
書

計
、
工
事
等
の
実
施
及
び
そ
の
経
緯

に
関
す
る
も
の

重
要
な
も
の

十
年

そ
の
他

五
年

十
一

県
有
財
産
の
取

１

県
有
財
産
の
取
得
又
は
処
分
及

特
に
重
要
な
も
の

三
十
年

得
、
管
理
等
に
関
す

び
そ
の
経
緯
に
関
す
る
も
の

る
公
文
書

重
要
な
も
の

十
年

そ
の
他

五
年

２

県
有
財
産
の
管
理
に
関
す
る
も

特
に
重
要
な
も
の

三
十
年

の

重
要
な
も
の

十
年

そ
の
他

五
年

十
二

栄
典
、
表
彰
等

１

皇
室
の
行
事
（
行
幸
啓
を
含
む
。
）
へ
の
対
応
及
び

三
十
年

に
関
す
る
公
文
書

そ
の
経
緯
に
関
す
る
も
の

２

叙
位
、
叙
勲
又
は
褒
章
の
候
補
者
の
選
考
及
び
そ
の

三
十
年

経
緯
に
関
す
る
も
の

３

表
彰
又
は
褒
賞
及
び
そ
の
経
緯

特
に
重
要
な
も
の

三
十
年

に
関
す
る
も
の

重
要
な
も
の

十
年

そ
の
他

五
年

十
三

調
査
、
統
計
又

１

県
民
の
意
識
調
査
等
に
関
す
る

特
に
重
要
な
も
の

三
十
年



は
研
究
に
関
す
る
公

も
の

文
書

重
要
な
も
の

十
年

そ
の
他

五
年

２

調
査
、
統
計
又
は
研
究
に
関
す

特
に
重
要
な
も
の

三
十
年

る
も
の

重
要
な
も
の

十
年

そ
の
他

三
年

十
四

選
挙
に
関
す
る

県
内
で
行
わ
れ
た
国
政
選
挙
、
最
高

特
に
重
要
な
も
の

三
十
年

公
文
書

裁
判
所
裁
判
官
国
民
審
査
、
地
方
公

共
団
体
の
長
若
し
く
は
議
員
の
選
挙

重
要
な
も
の

十
年

又
は
地
方
自
治
法
に
基
づ
く
直
接
請

求
に
関
す
る
も
の

そ
の
他

五
年

十
五

請
願
、
陳
情
、

請
願
、
陳
情
そ
の
他
の
県
民
、
団
体

重
要
な
も
の

五
年

要
望
等
に
関
す
る
公

等
か
ら
の
要
望
、
相
談
等
に
関
す
る

文
書

も
の

そ
の
他

三
年

十
六

政
治
、
社
会
、

１

県
内
で
開
催
さ
れ
、
又
は
県
に

重
要
な
も
の

三
十
年

文
化
又
は
世
相
を
反

関
連
し
た
重
大
な
儀
式
、
行
事
等

映
し
た
公
文
書

に
関
す
る
も
の

そ
の
他

十
年

２

県
内
で
発
生
し
、
又
は
県
に
関

重
要
な
も
の

三
十
年

連
し
た
大
規
模
な
災
害
等
又
は
重

大
な
事
件
、
事
故
等
に
関
す
る
も

そ
の
他

十
年

の

十
七

公
文
書
の
管
理

公
文
書
の
移
管
若
し
く
は
廃
棄
又
は

特
に
重
要
な
も
の

三
十
年

に
関
す
る
公
文
書

管
理
状
況
に
関
す
る
も
の

重
要
な
も
の

十
年

軽
易
な
も
の

一
年

そ
の
他

五
年

十
八

そ
の
他

前
各
項
に
掲
げ
る
公
文
書
以
外
の
も

三
十
年
間
保
存
す

三
十
年

の

る
必
要
が
あ
る
と



認
め
ら
れ
る
も
の

十
年
間
保
存
す
る

十
年

必
要
が
あ
る
と
認

め
ら
れ
る
も
の

五
年
間
保
存
す
る

五
年

必
要
が
あ
る
と
認

め
ら
れ
る
も
の

三
年
間
保
存
す
る

三
年

必
要
が
あ
る
と
認

め
ら
れ
る
も
の

一
年
間
保
存
す
る

一
年

必
要
が
あ
る
と
認

め
ら
れ
る
も
の

一
年
以
上
保
存
す

一
年
未
満

る
必
要
が
な
い
と

認
め
ら
れ
る
も
の

備
考

公
文
書
に
係
る
事
務
を
分
掌
し
、
又
は
総
括
す
る
所
属
以
外
の
所
属
に
お
い
て
は
、
こ
の
表
に

定
め
る
期
間
よ
り
短
期
の
保
存
期
間
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。



様式第１号（第６条関係）

達 番 号 簿

番 号 年 月 日 件 名 宛 先



様式第２号（第６条関係）

文 書 発 送 番 号 簿

文書番号

番号 年月日 宛 先 差 出 人 件 名

０

１

２

３

４

５

６

７

８

９



様式第３号（第７条、第９条関係）



様式第４号（第７条関係）

特 殊 文 書 配 布 簿

収受年月日 種 類 引受局番号 差 出 人 宛 先 交付年月日 課 等 名 受 領 備 考

・ ・ １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ・ ・

・ ・ １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ・ ・

・ ・ １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ・ ・

・ ・ １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ・ ・

・ ・ １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ・ ・

・ ・ １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ・ ・

注 「種類」欄は、１は配達証明郵便を、２は特別送達郵便を、３は書留郵便（配達時間帯指定郵便に限る。）を、４は現金書留郵便（３を除く。）を、

５は簡易書留郵便を、６は書留郵便（１から５までを除く。）を、７は電報をそれぞれ示し、該当するものの数字を○で囲むこと。



様式第５号（第１２条、第１６条関係）

分 類 記 号 保 存 期 間

保存期間の 保存期間が満了

満了する日 したときの措置

公開・非公
非 公開 の 理由

開 の 区 分

件 名

立 案 日 年 月 日 発 送 普通・速達・書留( )・ﾌｧｸｼﾐﾘ・

種 別 電子メール・その他( )

決 裁 日 年 月 日

施 行 上 登録例文・共通例文・公印省略・

発 送 日 年 月 日 の 注 意 その他( )

審 査 浄 書 公印使用 （ 所 属 ）

立 案 者
職

氏名印

内線（ ）

（決裁欄）



様式第６号（第２８条、第３３条、第３５条関係）

文 書 保 存 用 紙

ファイル作成年度

分類記号

公文書ファイル名

保存期間

保存期間の満了する日

保存期間が満了したときの措置

所属名



様式第７号（第３０条、第３３条、第３４条、第３５条関係）

公 文 書 フ ァ イ ル 管 理 簿

フ ァ イ ル
第３分類 保存期間の

保存期間が
記録媒体

作 成 日 の 第１分類 第２分類 保存期間 満 了 し た 保存場所 所属名
属する年度

（公文書ファイル名） 満了する日
ときの措置

の 種 別



様式第８号（第４０条関係）

特 殊 文 書 受 付 簿

収受年月日 種 類 引受局番号 差 出 人 宛 先 備 考

・ ・ １ ２ ３ ４ ５ ６ ７

・ ・ １ ２ ３ ４ ５ ６ ７

・ ・ １ ２ ３ ４ ５ ６ ７

・ ・ １ ２ ３ ４ ５ ６ ７

・ ・ １ ２ ３ ４ ５ ６ ７

・ ・ １ ２ ３ ４ ５ ６ ７

注 「種類」欄は、１は配達証明郵便を、２は特別送達郵便を、３は書留郵便（配達時間帯指定郵便に限る。）を、４は現金書留郵便（３を除く。）を、

５は簡易書留郵便を、６は書留郵便（１から５までを除く。）を、７は電報をそれぞれ示し、該当するものの数字を○で囲むこと。
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